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序     文 
 

モンゴル国では、2005年9月に新教育スタンダードを制定し、そのなかで子どもの発想や思考を

促すような「子どもの発達を支援する指導法」（新指導法）への転換を掲げましたが、現場の教員

にとっては、新教育スタンダードは学術的過ぎる内容のため理解が困難、また、従来の暗記中心

の教授法に慣れてしまっており授業方法の変更に対応できない、という問題がみられていました。

こうした状況の下、2006年～2009年に独立行政法人国際協力機構は「子どもの発達を支援する指

導法改善プロジェクト」を実施し、新教育スタンダードに対応した教員向け指導書（8科目）と指

導書作成マニュアル、授業モニタリングマニュアルを開発しました。 

これらの指導書はモンゴル国教育文化科学省から高い評価を受け、増刷と全国の学校への配布

も行われました。一方で、現場の教員が新指導法を正しく理解し、実践していくための新たな協

力がモンゴル側より要請され、2010年3月より3年間の計画で「子どもの発達を支援する指導法改

善プロジェクト（フェーズⅡ）」が開始されました。 

この度の中間レビュー調査は、プロジェクト開始後1年6カ月を経過した段階で、モンゴル国政

府関係機関とともに活動実績の確認や現時点での目標達成度の評価を行い、後半のプロジェクト

活動の円滑な実施に貢献するため、2011年9月に実施したものです。本報告書は、「プロジェクト

の要請背景及び案件形成の経過と中間レビュー調査結果概略」を取りまとめたものであり、今後

のプロジェクトの実施に、更には他の国々における類似のプロジェクト形成・運営に広く活用す

ることを願うものです。 

ここに、本調査にご協力を頂いた内外の関係者の方々に深い謝意を表するとともに、引き続き

一層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成23年10月 

 

独立行政法人国際協力機構 
モンゴル事務所長 磯貝 季典 
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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：モンゴル国 
案件名：子どもの発達を支援する指導法改善プロジェク

ト・フェーズⅡ 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

協力金額（評価時点）：2億9,000万円（2011年度時点） 
所轄部署 JICAモンゴル事務所 

相手国実施機関：モンゴル国教育文化科学省（MECS） 

（R/D）：2009年12月8日 日本側協力機関：JICA 

協力期間 
3年（2010.3～2013.2） 

他の関連協力：無償資金協力、青年海外協力隊（JOCV）、

草の根技術協力、草の根無償、青年研修 

１－１ 協力の背景と概要 

 モンゴル国（以下「モンゴル」と記す）では、従来から暗記中心の教授法による授業が行われ

ているという課題を抱えてきた。この課題に対してモンゴル政府は、2005年9月に新教育スタンダ

ード（国レベルのカリキュラム、わが国の学習指導要領に当たる）を制定し、子どもの発想や思

考を促すような｢子どもの発達を支援する指導法｣（以下、「新指導法」）への転換を掲げた。しか

しながら、現場の教員にとっては、当該スタンダードは学術的過ぎる内容のために理解が困難で、

従来の暗記中心の教授法に慣れていたために授業方法の変更に対応できないという問題がみられ

ていた。 

 こうした状況の下、2006年から2009年にかけてJICAは｢子どもの発達を支援する指導法改善プロ

ジェクト｣（フェーズⅠ）を実施し、新教育スタンダードに対応した教員向け指導書（8科目：算

数、初等理科、数学、物理、化学、総合理科、総合学習、IT）と指導書作成マニュアル、及び授

業モニタリングマニュアルを開発した。当該指導書は、モンゴル教育文化科学省（Ministry of 

Education, Culture and Science：MECS）から高い評価を受け、指導書の普及を後押しする大臣令等

も発出され、全国の学校に配布された。しかしながら、教育現場における新指導法の普及促進の

ためには教員が新指導法を正しく理解し、実践していくための取り組みを行っていくことが早急

に求められている。 

 このような状況において、JICAは現職教員に対する新指導法の普及体制･研修制度の強化を目的

に、｢子どもの発達を支援する指導法改善プロジェクト｣（フェーズⅡ）を2010年3月から2013年2

月までの3年間の計画で実施中である。 

今次中間レビュー調査では、本プロジェクトの目標達成度や成果等を分析するとともに、プロ

ジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性についての確認及び実施上の課題を洗い出し、その

解決･改善策の検討を行うことを目的とする。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

モデル県及び他の県で新指導法が実施される。 

 

（2）プロジェクト目標 

新指導法を普及する体制が強化される。 

 

（3）成果（アウトプット） 

   成果1：すべての市/県の新指導法普及チームの新指導法普及能力が向上する。 

   成果2：モデル市/県において｢授業研究｣のモデル事例が開発される。 

   成果3：モデル市/県の新指導法実践の能力が向上する。 

   成果4：教員養成研修において新指導法の普及及び定着に向けた環境が改善される。 
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（4）投入（評価時点・一部確定した予定を含む） 

日本側： 

専門家派遣 

・ 7名（総括/研修計画1、研修計画2/モニタリング・評価、指導法普及（理科、

算数・数学、理科/総合学習、IT）、研修実施/授業研究支援） 

・ 第1年次25.2M/M、第2年次10.74M/M（2011年9月末まで） 

機材供与 

・ デスクトップコンピュータ1台、カラープリンター1台、モノクロプリンター1

台、コピー機1台、ビデオカメラ15台、デジタルカメラ2台、コンピュータソ

フト（MS Office）2つ、プロジェクター4台 

合計約246万円 

研修員受入 

① 青年研修「基礎教育行政コース」（2010年10月11～28日：参加者15名） 

② 課題別研修「理数科指導法改善コース」（2010年10月5日～11月20日：参加者2

名） 

③ 地域別研修「アジアでの授業研究を通じた教育の質的改善コース」（2010年8

月25日～9月26日：参加者2名） 

④ C/P研修「現職教員研修と授業研究を通じた教育の質的改善コース」（2010年

10月2～16日：参加者8名） 

⑤ 地域別研修「アジアでの授業研究を通じた教育の質的改善コース」（2011年8

月23日～9月22日：参加者2名） 

⑥ C/P研修「授業研究（予定：2011年9月25日～10月8日：参加者22名） 

これら6研修の参加総数は50名  

現地業務費 
第1年次 1,164万1,000円 

第2年次 2,139万円（計画値） 

相手国側：  

カウンターパ

ート配置 

16名（基本チーム） 

プロジェクト運営におけるモンゴル側の意思決定機関となっている「基本チーム」

に加えて、71名から成る「プロフェッショナル・チーム（Professional Team：PT）」

が組織されており、こちらは研修パッケージの開発及び研修の実施を担当するな

ど、プロジェクトを運営していくうえでの実動部隊となっている。 

ローカル 

コスト負担 

・ プロジェクト事務所の提供 

・ コスト負担 

 2010年度（2010年1月～12月）：6,500万5,600Tg（約420万円） 

 2011年度（2011年1月～12月）：2,250万6,800Tg（約146万円） 

プロジェクト・コ−ディネーター（実施担当）の給与及び研修時の交通費

（食費含む）、研修モジュールの執筆料、研修講師への謝金等 

２．評価調査団の概要 

総括/団長： 高橋 悟    JICA国際協力専門員（教育課題アドバイザー） 

教育計画： 小林 美弥子  JICA人間開発部基礎教育第一課主任調査役 

協力計画（1） 南 和江    JICAモンゴル事務所員 

協力計画（2） エンフザヤ    JICAモンゴル事務所員 

調査者 

評価分析： 田中 義隆   株式会社 国際開発センター 主任研究員 

調査期間 2011年9月4日～2011年9月22日 評価の種類：中間レビュー 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認（アウトプットの達成度） 

（1）プロジェクトの成果（アウトプット） 

   プロジェクト実施計画によれば、成果達成に大きく関係する2つの研修、すなわち、全国の

「区/県チーム」を対象にした研修、及びモデル区/県の全教員及び学校管理職を対象にした研

修は、それぞれ2011年11月、2012年1月実施予定であり、現時点では行われていない。ただし、

これらの研修が実施された場合、成果3は達成できるものと思われる。一方、成果１について

は、モデル区/県チームと非モデル区/県チームの間に、「新指導法」や「授業研究」について

の理解や実践技術において、かなりの差が出てくると思われる。「新指導法」の全国展開を考

えたときには、この差をどのように埋めていくかということが重要な課題となってくる。 

   成果2と成果4については、現在、その達成に向けて着実な進歩がみられている。モデル区/

県では、モデル校を中心として「授業研究」の実践が熱心に行われている。また、「新指導法」

普及に係るさまざまな政策的提言が、日本人専門家からプロフェッショナル・チームを通じ

て、教育文化科学省に伝えられており、その結果として、2010/2011年の教育文化科学省

（MECS）の目標に「授業研究の実践」が明記された。 

 

（2）プロジェクト目標 

   モデル区/県において「新指導法」を普及する体制は着実に進んでいるといえる。現在、14

のモデル校及びウランバートル市にある5校（フェーズⅠでの対象校）では、「新指導法」に

ついての理解を深めつつ、実践を行っている最中である。また、ボルガン県とザブハン県で

は、質的な差はあるものの、非モデル校を含む県下の全学校で指導法改善に向けた取り組み

が開始されている。 

   2011年11月には、全国の「区/県チーム」を対象にした研修が実施される予定である。この

研修によって、非モデル区/県チームも「新指導法」及び「授業研究」についてのある程度の

知識は習得するものと考えられる。しかし、やはりモデル区/県チームとの理解度及び実践能

力の差は否定できず、この差をどのように埋めていくかということを普及体制づくりのなか

で考慮していく必要がある。 

 

３－２ 5項目評価 

項 目 評価結果の要約 

妥当性 

Relevance 

（評価結果：非常に高い） 

 本プロジェクトは、モンゴルの国家計画及び教育政策、受益者のニーズ、

日本の援助政策と合致するものである。また、指導法及び現職教員研修と

いう日本に豊富なノウハウの蓄積がある分野でもあり日本の技術的な優

位性がある。 

有効性 

Effectiveness 

（評価結果：中程度） 

 本プロジェクトの成果は着実に出ている。ただし、「新指導法」や「授業

研究」についての理解度及び実践能力においては、モデル区/県と非モデル

区/県の間にかなりの差がみられると思われる。したがって、「新指導法」を

全国に普及させるための体制といった場合、非モデル区/県の能力を向上さ

せ、その差をできる限り解消させていくことが課題となってくる。 
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効率性 

Efficiency 

（評価結果：高い） 

 日本側及びモンゴル側の投入は適切に行われ、各活動も計画どおりに

効率よく行われた。 

インパクト 

Impact 

（評価結果：中程度） 

 「授業研究」が教育省の目標に導入されたり、プロフェッショナル・

チームメンバーが基本研修の講師や教科書の執筆者になったりしてい

る。また、モデル区/県ではモデル以外にも「授業研究」を積極的に取り

入れている学校も出てきている。さらに、「新指導法」の実践により、生

徒が授業に興味・関心を示すようになり、それに伴って保護者が学校に

関心をもつようになってきている、など数々のインパクトが現れている。

ただし、「新指導法」の全国普及ということに照らしてみると、その道筋

が現時点ではみえていない。 

持続性 

Sustainability 

（評価結果：中程度） 

 現行教育の基本概念である「子ども中心」は今後も継続される予定で

あり、「授業研究の実践」が2010/2011年の教育文化科学の目標に明記さ

れた。また、プロフェッショナル・チームは本プロジェクトでの業務を

通じてかなり高い能力を身につけた。プロジェクト終了後も、彼らの能

力を十分に活用していける工夫が必要である。さらに、プロジェクト終

了後、「新指導法」の普及にはどのような活動が必要で、それを実行する

ためにはどの程度の予算が必要かを、今の時点から検討し準備しておく

ことが肝要である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 フェーズⅠで開発された指導書の質の高さ、基本チームへのOJTによる技術移転方法、モデル区

/県チーム及びモデル校へのプロフェッショナル・チーム及び日本人専門家の直接的な支援提供が

挙げられる。また、政策的な支援、例えば、「授業研究の実践」が2010/2011年度の教育省の目標に

入れられたことなども間接的な要因といえる。 

 さらに、プロフェッショナル・チームメンバーの高い意欲と高い質を保った技術移転、モデル

区/県チームの高い意欲と積極的な行動、モデル校における校長及び教員の「新指導法」及び「授

業研究」についての高い関心と実行力も効果発現に貢献した大きな要因である。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 対象地域及び対象校が地理的には遠方にあり、アクセスが容易でないことが挙げられる。その

ため、意思疎通やモニタリングが十分に行えず、技術的な支援、特にプロフェッショナル・チー

ムや日本人専門家の支援が限定されてしまうという問題が起こっている。 

 

３－５ PDMの改訂 

 PDM改訂の主なポイントは以下のとおりである。 
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（1）スーパーゴールの設定 

   教員研修案件において、対象となる指導主事や教員の指導力の向上だけに注目するのでは

なく、将来的に児童・生徒の変化（学習達成度、進級率、ドロップアウト率、修了率等）に

おいてのインパクト、変化及び成果を説明する責任があるため、以下のようなスーパーゴー

ルを設定した。また、モンゴルにおける上位計画［ミレニアム開発目標（Millennium 

Development Goals：MDGs）/万人のための教育（Education for All：EFA）］への貢献を同ゴー

ルに記載した。なお、モンゴルは自動進級制度により、質を図る指標として、学習達成度を

指標として提示する。 

 

【スーパーゴール】（新設置）：基礎教育（初等教育、前期中等教育）における子どもの学習達成

度が向上する。（MDGs達成への貢献） 

 

（2）上位目標の指標の改訂 

   本案件の現行PDMの上位目標は、「モデル県及び他の県で新指導法が実施される。」である

が、右指標は、「指標1：非モデル区/県において、少なくとも50％の学校が年に少なくとも2

回『授業研究』を実施する」及び「指標2：少なくとも50％の非モデル区/県において、『新指

導法』に係る研修が実施される」とあり、①モデル県含め全国を対象としていない、②50％

の実施率をもって上位目標の達成とは言い難い、との理由により、以下指標を修正する。 

 

  指標1（改訂）：全国において、60％の学校が年に少なくとも2回「授業研究」を実施する。 

  指標2（改訂）：全学校において、「新指導法」に係る研修が実施される。 

 

（3）プロジェクト目標の指標の改訂 

   本案件の現行PDMのプロジェクト目標は、「新指導法を普及する体制が強化される。」であ

るが、現行指標では、①質の担保が確認できない、②体制強化、すなわち制度化に係る指標

が不在であることから、以下指標を追加・修正する。また、指標2及び3については、「モデル

県の50％の学校が毎年2回の授業研究を実施する」「モデル/非モデル県の50％が授業研究に係

る研修計画を作成する」となっており、プロジェクト目標の達成と結びついているとは言い

難いことから、数値目標を加筆・修正する。 

 

  指標1（改訂）：8教科において、新指導法を用いた質の高い授業の実施 

  指標2（改訂）：モデル区/県において、少なくとも70％の学校が毎年少なくとも2回の授業研究

を実施する。 

  指標3（改訂）：すべての区と県が授業研究に係る研修計画を作成する。 

  指標4（追加）：新指導法普及に係る制度化のため、政策的、財政、人材的に係るコミットメン

トが教育文化科学省により行われる（新指導法普及に係る教育大臣の発出）。 

 

（4）成果3の指標 

   上記（2）及び（3）の変更に合わせ、成果3の指標を以下のとおり修正する。 

 

  指標1（改訂）：モデル区/県の全学校において、70％の教員・校長が新指導法研修を修了する。

  指標2（改訂）：モデル区/県の80％の学校において、「授業研究」の実施計画を策定する。 
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（5）成果4及び指標の改訂 

   本案件の現行プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の成

果4は、「新指導法の普及及び定着に向けた環境が改善される。」であるが、プロジェクト目標

と内容が重複しており、かつ、右指標は、「研修パッケージが少なくとも１回教員養成校に紹

介され、そのなかの最低１校が研修パッケージを教育課程のなかで活用することを検討する」

とあり、これだけでは、プロフェッショナル・チームメンバーのアドホックな効果を期待す

るのみであるため、調査団は、全国普及に向けて、組織的に教員養成課程に導入することを

提案し、以下成果4及び指標に修正する。 

 

  成果4（改訂）：教員養成課程における新指導法の普及及び定着に向けた環境が改善される。

  指標1（改訂）：新指導法が教員養成課程へ導入される。 

 

４．結 論 

 本プロジェクトは、プロジェクト目標及び将来的な上位目標に向かって順調に進展していると

いえる。特に、本プロジェクトの中心となるプロフェッショナル・チームの人材育成が円滑に進

められ、非常に高い能力を習得した。その結果、彼らの指導によって、モデル区/県チームの職員

やモデル校の学校管理職及び教員の意欲が高まり、積極的に「新指導法」及び「授業研究」に取

り組む状況が生まれている。 

 ただし、現行のプロジェクト活動では上位目標の達成が困難であると考えられるため、今後、

政策、予算、人材の3点についての措置を更に整備、強化していく必要があると考えられる。また、

モデル校と非モデル校、モデル区/県と非モデル区/県の間の連携も促進していくことが求められ

る。 

 

５．提 言 

以上の調査結果を踏まえ、残りの協力期間に取り組むべき課題に対して取りまとめられた提言

の要旨は以下のとおり。 

 

（1）中核となる人材（プロフェッショナル・チーム）の活用 

   プロフェッショナル・チームは、新指導法及び授業研究に関する理解度も高く、モンゴル

における教員研修改善への責任感・自負がみられる。 

   教育文化科学省は、これらの人材を、特にプロジェクト終了後もモンゴルにおける教員研

修の重要な人材として活用するとともに、具体的な組織化を図るべきである。具体的には、「教

員研修ユニット」「新指導法学習グループ」への人材の登用、あるいは「授業研究学会」の設

立などが提案された。 

   また、彼らの待遇（地方出張時の日当宿泊等）改善や、キャリアのなかで本案件での経験

が昇格・昇進時に考慮されることを提言する。 

 

（2）新指導法の全国普及に向けた方策 

   指導法の全国展開のため、プロジェクト残り期間において、以下3つの関係強化が必要である。

  ① 中央（教育文化科学省、プロフェッショナル・チーム）－区教育局－学校の関係 
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  ② モデル区/県－非モデル区/県との関係 

  ③ モデル学校－非モデル学校間の関係 

 

   新指導法の全国展開に向け、調査団は以下を提言する。 

    ・ 国内における区/県同士（モデル区/県－非モデル区/県）の技術交換 

    ・ フェーズⅠ及びⅡのモデル区/県を「核となる区/県（Core Aimags）」とし、全国で5

区/県選定し、それぞれの対象区/県において、新指導法の普及を責任もって進める（全

国の地域別対象区/県はM/M及び報告書のとおり）。 

    ・ 特に、冬期においてアクセス困難な地域の学校と中央、区/県とのコミュニケーショ

ンには、ICT（Skypeなど）の活用が有効と考える。 

 

（3）新指導法を用いた教員養成研修への導入 

   新指導法をモンゴルに定着されるためには、現職教員研修だけではなく、教員養成課程へ

の導入が重要である。現在では、プロフェッショナル・チームメンバーが個人的に教員養成

大学で新指導法を用いている事例はあるが、今後は、組織/制度的に実施していくことが望ま

しい。プロジェクトは、教員養成課程への導入に向け、教員養成大学が実施する新指導法に

則った各種活動、例えば、教育実習をモデル校（全国23校：フェーズⅠ＆Ⅱ）において実施

する、あるいは授業研究を教員養成課程の授業に盛り込むなどの各種活動を支援する。 

 

（4）教員研修案件における児童・生徒レベルでの成果発現 

   教員研修案件の最終目的は、教員の指導力向上だけではなく、質の高い効果的な授業を生

徒に提供することである。確かに、生徒へのインパクトを図るには時間を要し、多様な要因

の総合的作用によるといえるものの、成果の見せ方として、現場の学校レベルにおける生徒

の変化やインパクトを確認する手法・指標（例えば、学習達成度、ドロップアウト率、進級

率、修了率など）をプロジェクト形成段階から工夫し、確認すべきである。モンゴルにおい

ては、自動進級制のため、児童・生徒の学習達成度を確認する。 

   サブハン県では、2011年10月に県全体の学校を対象に学力テストを国家教育評価センター

と共同で実施予定である。これらの結果と2009年に実施されたテスト結果を比較することに

より、認知面における生徒の学びの変化を確認することができる。他のモデル県であるブル

ガン県及びウランバートル（UB）市でも教育文化科学省のイニシアティブの下、実施するこ

とが期待される。このように生徒における変化の実証は、今後のJICA協力の判断基準のひと

つとなる。 

 

（5）近隣アジア諸国及び他国との知見共有 

   教員研修案件に関しては、近隣アジア諸国［インドネシア共和国、バングラデシュ人民共

和国、カンボジア王国（以下、「インドネシア」「バングラデシュ」「カンボジア」と記す）等］

でも同様の技プロが実施されており、アジアの他の国々と技術交換を実施することは、モン

ゴルカウンターパートにとって有益と考える。なお、授業研究に関しては、モンゴルでの先

駆的な取り組みを他国に紹介することにより、一方的に研修を受ける側だけではなく、研修

の講師として活躍する場が与えられ、カウンターパート自身のインセンティブの向上、能力

強化に貢献できると考える。 
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（6）教育文化科学省、関連機関及び他ドナーとの知見の共有 

   本案件で得た新たな情報、知見や教訓を教育文化科学省内の他部局、関連機関（モンゴル

国立大学、国立教育大学、教育研究所等）及び他ドナーと共有していくことが肝要である。

   また、案件の最終年度には、上記関係者含めた「知見共有ワークショップ/セミナー」の開

催が望まれる。 
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SUMMARY REPORT OF THE MID-TERM REVIEW 
 

I. Outline of the Project 

Country：Mongolia Project title：Project for Strengthening Systems for Improving and 

Disseminating Child-Centered Teaching Methods in Mongolia 

Issue/Sector：Education Cooperation scheme：Technical Cooperation 

Division in charge：Mongolia Office Total cost：290 million yen 

Partner Country’s Implementing Organization：Ministry of 

Education, Culture and Science 

Period of  

Cooperation 

(R/D): 2009/12/08 

 

  March 2010 –  

  February 2013 
Supporting Organization in Japan：Koei Research Institute 

Related Cooperation：Grant Aid, JOCV, JICA Partnership Program, Training Programs in Japan, etc 

1 Background of the Project 

  The Government of Mongolia (hereinafter referred to as “GOM”) has introduced the new education 

standard in September 2005 within the frame work of the education sector reform. The new education 

standards focused on shifting from 10-year basic education system to 12-year education system, lowering the 

school entry age from 8 to 6 years old, and introducing new subjects such as integrated study and others. In 

accordance with the new education standards, the teaching methods have been also expected to change from 

conventional teacher-centered to student-centered ones. However, at the school level, it has been difficult to 

implement the new education standards because its contents are too academic for classroom teachers to put 

them into practice. 

  To address these challenges, “The Teaching Methods improvement Project toward Children’s Development 

in Mongolia” had been implemented from April 2006 to July 2009 under the cooperation of JICA and 

Ministry of Education, Culture and Science (hereinafter referred to as “MECS”) of GOM. Through that 

project, 27 teacher’s guidebooks for 8 subjects were developed and distributed to schools nationwide. As a 

next step it was necessary to disseminate the teaching methods which were developed during that project and 

GOM requested the Government of Japan (hereinafter referred to “GOJ”) to implement the Project. In 

response to the request, JICA has been implemented the Project for the strengthening systems for improving 

child-centered teaching methods (hereinafter referred to as “the Project”) with the GOM from March 2010.  

 

2 Project Overview 

(1) Overall Goal 

   “The child-centered teaching methods” (“the Teaching Methods”) are implemented in model and other 

District/Aimags. 

 

(2) Project Purpose   

    Systems to disseminate "the Teaching Methods" nationwide are strengthened. 

 

(3) Outputs 

[Output1] 

 

[Output2] 

Capacities of “the District/Aimags Teams” in all District/Aimags to disseminate “the 

Teaching Methods” are enhanced. 

Methods of “Lesson Study” are developed in model District/Aimags. 
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[Output3] 

 

[Output4] 

 

Capacities of schools in model District/Aimags to practice “the Teaching Methods” are 

enhanced. 

The environment to disseminate and establish “the Teaching Methods” nationwide is 

improved. 

 

(4) Inputs 

Japanese side： 

  Short-term Expert: 7 Experts, total 35.94 MM 

  Trainees received: 30 trainees for C/P training, 6 trainees for group-training course, 15 trainees for 

young leaders training 

Equipment: 2,460Thousand JPY, 

Local operation cost: 33,031 Thousand JPY 

  Mongolian side:  

    Member for National Team (NT) and Professional Team(PT)  

    Room for JET, 

    Other local cost: Salary of Project Coordinator(implementation), payment for authors of training  

    modules, etc (total 87,512 thousand Tg)   

 

II. Review Team 

Members of  

Review 

Team 

 

1. Team Leader：Mr.Satoru Takahashi, JICA Senior Advisor 

2. Education Planning: Ms. Miyako Kobayashi, JICA Human Development Dept. 

3. Evaluation Planning 1：Ms. Kazue Minami, JICA Mongolia Office 

4. Evaluation Planning 2：Ms. P. Enkhzaya, JICA Mongolia Office 

5. Evaluation and Analysis：Mr. Yoshitaka Tanaka, International Development Center of 

Japan Inc. 

Period of  

Review 
 4/September/2011-21/September/2011 Type of Evaluation：Mid-term Review 

III. Results of Evaluation 

1 Achievement of the Project 

(1) Output 

  According to the original plan, the training for all teachers and school management posts in model 

District/Aimags and training for all District/Aimag Teams will be conducted after November 2011. So the 

activities concerning Output 1 and 3 have not been fully conducted yet. However, once the activities are 

conducted, Output 1 and 3 are expected to be achieved. Yet, concerning Output 1, the developed capacities of 

the model District/Aimags Teams will inevitably differ from those of non-model District/Aimags Teams if the 

latter receives the two-time training alone as originally planned. 

  The Outputs 2 and 4 are currently in progress. The model District/Aimags are making their best efforts to 

implement Lesson Study in model schools in their District/Aimags. Model schools have been currently 

improving steadily. In addition, JICA expert team has given some policy recommendations to MECS through 

“the Professional Team (hereinafter referred to as PT).” As a result, the implementation of Lesson Study was 

clearly mentioned in the 2010/2011 Objectives of MECS. 

 

(2) Project Purpose 

  All in all, systems to disseminate “the Teaching Methods” are being strengthened steadily. At present, 14 
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model schools are implementing “the Teaching Methods” through Lesson Study with better understanding. 

Furthermore, in Bulgan and Zavkhan, all schools (including non-model schools) have started working on the 

improvement of their teaching practices. While non-model District/Aimags will receive training in November 

2011, the model District/Aimag Teams which have already been trained are developing their capacity of 

understanding “the Teaching Methods” through Lesson Study.  

 

2  Summary of Evaluation Results 

 

Items Summary of Evaluation Results 

Relevance (Result: Very high) 

The Project is highly consistent with GOM policy, local needs of stakeholders, and 

Japan’s official development assistance policy. GOM is currently promoting to 

disseminate “the Teaching Methods” through Lesson Study nationwide, and many 

teachers in the country are trying to practice them in a classroom. This Project 

supports this effort and utilizes Japan’s strength and expertise of Lesson Study as a 

vehicle of disseminating “the Teaching Methods” through Lesson Study. 

Effectiveness (Result: Medium) 

The Project has been steadily producing outputs. The main activities, such as 

training for all “District/Aimag Teams” and one for all school management posts 

and teachers in model District/Aimags, will be conducted after November 2011. 

However, even if all activities are completed, there would be a gap between model 

District/Aimags and non-model District/Aimags in terms of quality, that is, the 

understanding level of “the Teaching Methods” through Lesson Study, the skill 

level on implementation of better lessons, etc. To disseminate “the Teaching 

Methods” through Lesson Study nationwide smoothly, it is necessary to devise 

some ways to address this issue. 

Efficiency (Result: High) 

A series of activities have been implemented in a timely manner. Both the Japanese 

and Mongolian inputs were appropriate, such as dispatch of experts, provision of 

equipment, training in Japan, appointment of C/P, and disbursement of the Project 

implementation cost. 

Impact (Result: Medium) 

 "Lesson Study" was included in the 2010/2011 Objectives of MECS.  In 

addition, PT members took charge of a part of the “Compulsory Training 

(mentioned by Minister’s Order No.72)” as lecturers. Some of them also wrote 

government designated textbooks, which are child-centered education oriented.   

  Teachers in non-model schools have voluntarily visited model schools and learnt 

Lesson Study in model District/Aimags. Furthermore, community and parents 

showed their interest in what schools are doing and what educational activities are 

conducted. 

  Despite various impacts above, there remains a challenge that a clear process 

towards the achievement of the Overall Goal needs to be drawn. 

  



xii 

  

Sustainability (Result: Medium) 

  The current concept of child-centered education will be maintained and 

continued.  "Lesson Study" was included in the 2010/2011 Objectives of MECS.

In addition, PT members have been deepening their understanding on the 

children-centered teaching methods and developing their capacities on the 

implementation of quality lessons. 

  Moreover, the Mongolian side has shared necessary costs for implementation of 

the Project so far. It is also important for the dissemination of “the Teaching 

Methods” through Lesson Study nationwide that the Mongolian side will clarify 

necessary activities with costs and ensure the budget.  

   
3．Factors that promoted/impeded realization of effects 

  Project Team, model District/Aimag Teams and model schools have been actively involved in the Project. 

They are keenly aware of the importance of quality education in Mongolia. Through on-the-job training, PT 

members became able to properly implement “the Teaching Methods” through Lesson Study.  

  Furthermore, communication between JICA expert team and Mongolian counterparts has generally worked 

well through the Joint Coordinating Committee (JCC), collaborative work on various Project activities, etc. 

Communication between PT and model District/Aimags has also been done well. However, communication 

with model schools, especially ones located in isolated areas, is rather limited and it is necessary to devise

some ways of making communication more active.    

4．Revision of PDM 

(1) Setting of Super goal 

[Super Goal] The learning achievement of primary and secondary students is enhanced (thereby 

contributing to the fulfillment of objectives of MDGs/EFA) 

   

(2) Revision of indicators for overall goal 

[Indicator 1] 

 

[Indicator 2] 

60 % of all schools in the whole country implement lesson study at least twice every 

year.  

The training on the Teaching Methods is conducted in all District/Aimags. 

 

(3) Revision of indicators for project purpose 

[Indicator 1] 

 

[Indicator 2] 

 

[Indicator 3] 

[Indicator 4] 

The quality lessons utilizing the Teaching Methods in the 8 subjects are practiced in 

model schools. 

“Lesson Study” is conducted at least twice in at least the 70% of schools in model 

District/Aimag every year. 

All Districts/Aimags formulates the training plan on “the Teaching Methods”. 

Political, financial and human resources commitment are made by MECS. 

 

(4) Revision of indicators for output 3 

[Indicator 1] 

 

 

[Indicator 2] 

70% of teachers and management posts of all schools in model Districts/Aimags 

complete the training on “the Teaching Methods” based on complete the training on 

“the Teaching Methods” based on the training package. 

80% of all schools in model Districts/Aimags formulate “Lesson Study 

implementation plan”.  
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(5) Revision of output 4 

 [Output4] 

 

[Indicator 1] 

The environment to disseminate and establish “the Teaching Methods” in PRESET is 

improved. 

“The Teaching Methods” in the training package is introduced to PRESET. 

  

 IV.  Conclusion                                                                        

  The Project has been implemented on the right track towards the Project Purpose and Overall Goal. Human 

resources of PT have been developed, and they are now fully capable of implementing “the Teaching 

Methods” through Lesson Study. In addition, members of model District/Aimag Teams and model school 

teachers were strongly motivated to practice “the Teaching Methods” through Lesson Study. Such a human 

resource development will be a key enabler of the successful implementation of the Project.  

  On the other hand, as mentioned earlier, the capacity development of stakeholders, especially in non-model 

District/Aimags, needs to be seriously considered in terms of policy, finance and human resources to achieve 

the Project Purpose and then the Overall Goal. 

 V.  Recommendations                                                                   

(1)Utilization of Professional Team 

  The PT has strong ownership and responsibility for the teacher development based on Lesson Study. The 

knowledge and experiences gained by PT should be utilized continuously and effectively as valuable 

resources for sustainable teacher development in Mongolia. It is expected that the mechanism of PT should 

be institutionalized. 

  As the role of PT is of great importance in improving teaching and learning on teacher development in 

Mongolia, it is requested that MECS would take into consideration PT members’ skills and experiences 

gained through the Project activities for their career development and improve their working conditions 

(including travel and daily allowance). 

 

(2) Nationwide Dissemination of “the Teaching Methods”  

  To disseminate “the Teaching Methods” through Lesson Study nationwide, it is vital to strengthen the 

following system and relationship for the rest of the project period. 

1) the functional system among MECS (PT)-DEC–schools 

2) the relationship between the model district/aimags and non-model district/aimags 

3) the relationship between the model schools and non-model schools  

  Especially, the functional system among MECS (PT)-DEC–schools is crucial to achieve the Project 

Purpose and then the Overall Goal. To disseminate the Teaching Methods through Lesson Study nationwide, 

the team suggests the measures to be taken as follows: 

・ Exchange technical trainings between the model district/aimags and non-model district/aimags in the 

country. 

・ The Core aimags ought to be nominated and they will be responsible for the dissemination of the 

Teaching Methods through Lesson Study to the target districts in each area.  

・ It is useful to utilize ICT like the Skype to communicate among the PT, DEC and school teachers in 

remote schools with difficulty in access in wintertime.  

 

(3) Strengthening the PRESET utilizing “the Teaching Methods”  

  To disseminate the child-centered teaching methods nationwide, it is expected that the Project would focus 

on not only INSET but also PRESET for the rest of the project period. 
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(4) Showing the Evidence at the Student Level 

  The main objective of the teacher training is to provide the quality and efficiency the Project should show 

the positive changes and impacts of learners by conducting the quantitative and qualitative assessment based 

on the clear evidence at the student level prior to the terminal evaluation in 2012. Such evidence is a crucial 

basis to decide on further cooperation from JICA.  

 

(5) Sharing of Knowledge and Experiences among Asian Countries 

  The exchange programs/trainings with other Asian countries (Indonesia, Bangladesh, Cambodia and so on) 

seem to be beneficial and stimulating for the Mongolian stakeholders.  

 

(6) Information Sharing within MECS and with Development Partners 

  The Team suggests MECS share information, lessons learnt and knowledge of the outputs of the Project

within Ministry and with other related government institutions and development partners. In addition, the 

joint knowledge sharing workshop/seminar among MECS, other related government institutions and DPs at 

the national level would be organized in the last year of the Project. 
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第１章 中間レビュー調査団の派遣 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 モンゴル国（以下「モンゴル」と記す）「子どもの発達を支援する指導法改善プロジェクト（フ

ェーズⅡ）」は、2010年3月から3年間の計画で開始された。今般、プロジェクト開始より1年6カ月

を経過し折り返し地点を過ぎたことから、プロジェクトの進捗状況並びに現時点での成果の確認

を行うため、中間レビュー調査が実施された。 

 具体的なレビューの目的は以下のとおり。 

 （1）プロジェクト進捗状況の確認 

 （2）5項目評価に基づく中間レビューの実施 

 （3）上記2項目の調査結果を踏まえ、プロジェクト方向性の確認を行い、必要に応じて活動等の

修正を行う。 

 （4）プロジェクト活動に対する提言、教訓の抽出を行う。 

 （5）以上をモンゴル側と日本側の合同レビューとして実施し、ミニッツ（M/M）で合意を確認

する。 

 

１－２ 調査団の構成 

担 当 氏 名 所 属 

総括/団長 高橋 悟 JICA国際協力専門員（教育課題アドバイザー） 

教育計画 小林 美弥子 JICA人間開発部基礎教育第一課主任調査役 

協力企画1 南 和江 JICAモンゴル事務所所員 

協力企画2 エンフザヤ JICAモンゴル事務所所員 

評価分析 田中 義隆 株式会社 国際開発センター 主任研究員 

 

１－３ 調査日程 
 年月日（曜日） 行 程 

1 9/4/2011 日 UBへ移動（田中団員） 

2 9/5/2011 月 

09:30 

12:00-13:30 

14:20-15:30 

15:30-17:00 

JICA打合せ 

プロジェクトチームインタビュー 

教育文化科学省義務教育局Nergui氏と打合せ  

合同調整委員会（JCC）メンバーインタビュー            

3 9/6/2011 火 
08:30-12:30 

16:00-17:30 

ウランバートル（UB）市モデル校（第67学校） 

UB市教育局指導主事インタビュー（Ms.Tsendsuren） 

4 9/7/2011 水 

09:30 

12:00-13:00 

PM 

プロジェクトチームインタビュー 

UB市ソンギノハイルハン区教育局インタビュー 

エルデネットへ移動 

5 9/8/2011 木 

08:30-13:00 

13:30-15:30 

16:00-18:30 

ブルガン県モデル校（第1学校） 

ブルガン県非モデル校（Erdiin Urguu学校） 

ブルガン県教育局インタビュー 

6 9/9/2011 金 
08:15-14:00 

PM 

セレンゲ・ソム校、第1学校 

UBへ移動 



－2－ 

7 9/10/2011 土 資料作成 

8 9/11/2011 日 UBへ移動（高橋団長、小林団員） 

9 9/12/2011 月 

09:00 

10:30-11:20 

12:30-13:30 

14:00-15:30 

15:30-18:30 

JICAモンゴル事務所打合せ 

在モンゴル日本大使館表敬 

アジア開発銀行（ADB）打合せ 

教育文化科学省副大臣、義務教育局長表敬 

JCCメンバーとの打合せ 

10 9/13/2011 火 

AM 

09:30- 

14:00- 

16:00- 

ザブハン県へ移動 

ザブハン県モデル校（チャンドマン・エルデネ校） 

ザブハン県教育局長インタビュー    

ソンギノ・ソムへ移動 

11 9/14/2011 水 
AM 

PM 

ザブハン県モデル校（ソンギノ・ソム校） 

バヤンテス・ソムへ移動 

12 9/15/2011 木 
AM 

PM 

ザブハン県モデル校（バヤンテス・ソム校） 

ウリアスタイへ移動 

13 9/16/2011 金 終日 団内打合せ、プロフェッショナル・チーム（PT）打合せ 

14 9/17/2011 土  UBへ移動 

15 9/18/2011 日 
AM 

PM 

MM及びJCCプレゼン資料作成 

プロジェクトチーム打合せ 

16 9/19/2011 月 
08:30- 

15:00-18:30 

UB市モデル校（イレードゥイ統合学校） 

ミニッツ（M/M）協議 

17 9/20/2011 火 

09:00-10:00 

14:00-15:00 

15:30-17:00 

ミニッツ協議  

大蔵省表敬 

JICAモンゴル事務所報告      

18 9/21/2011 水 15:00-17:00 JCC、ミニッツ署名 

19 9/22/2011 木 帰国 

 

１－４ 主要面談者 

 （1）モンゴル側 

1）基本チーム 

Kulanda 教育文化科学省（MECS） 副大臣 

Erdenechimeg 教育文化科学省 義務教育局長 

Nergui 教育文化科学省 義務教育局 シニア専門家 

Narantuya 教育研究所 シニア研究員 

Ganbat モンゴル国立大学 物理ラボ長 

Nyamgerel モンゴル国立大学 化学ラボ長 

Narantsetseg 国立教育大学 初等教育指導法開発センター長 

Munguntulga 国立教育大学 初等理科ラボ長 
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2）プロフェッショナル・チーム（PT） 

Sainbileg モンゴル国立大学 化学・エンジニア学校 教員 

Oyuntsetseg モンゴル国立大学 化学・エンジニア学校 教員 

Munkhtuya 国立教育大学 コンピュータ・マネジメント学校 教員

Choisuren 国立教育大学 数学・統計学校 教員 

 

3）大蔵省 

Tuguldur 開発金融・協力局 シニア職員 

Mergen 開発金融・協力局 職員 

 

4）ウランバートル（UB）市 

Tsogbadrakh UB市教育局 指導主事  

Tsendsuren UB市教育局 指導主事 

Gereltsetseg ソンギノハイルハン区教育局 初等教育指導主事 

O.Tsendsuren 第67学校 学習マネジャー 

Sainbayar イレードゥイ統合学校 学習マネジャー 

 

5）ブルガン県 

Namuuntuya 教育文化局 指導主事 

Orkhontuul 教育文化局 指導主事 

Batzorig 教育文化局 指導主事 

Burmaa 教育文化局 指導主事 

Zoosuren 第1学校 校長 

Narantsetseg 第1学校 学習マネジャー 

Erdenechimeg 第1学校 学習マネジャー 

Burmaa 第1学校 教員 

Lkhagvanyam 第2学校（Erdmiin Urguu校） 校長 
Enkhjargal セレンゲ・ソム校 校長 
Chuluunbaatar セレンゲ・ソム校 学習マネジャー 

Oyuntsetseg セレンゲ・ソム校 教員 

Dorjderem セレンゲ・ソム校 教員 
Bolormaa セレンゲ・ソム校 教員 

 

6）ザブハン県 

Altantsetseg 教育文化局 局長 

Narangerel 教育文化局 主任指導主事 

Adiyachuluun 教育文化局 投資・予算担当者 

Bayarsaikhan チャンドマン・エルデネ校 校長 

Munkhtuya チャンドマン・エルデネ校 学習マネジャー 

Munkhdelger チャンドマン・エルデネ校 学習マネジャー 
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Vanchindorj ソンギノ・ソム校 校長 

Batbileg ソンギノ・ソム校 学習マネジャー 

Ariunjargal バヤンテス・ソム校 校長 

 

 （2）ドナー関係者 

Eisuke TAJIMA ADB 教育専門家 

Khishgee 

Radnaabazar 
ADB コーディネーター 

Itgel Lonjid ADB 社会セクター担当職員 

 

 （3）日本側 

1）在モンゴル日本大使館 

宮下 弘道 一等書記官 

 

2）日本人専門家 

石井 徹弥 総括/研修計画1 

鈴木 サヤカ 研修計画2/モニタリング・評価 

高畑 弘 指導法普及（算数・数学）（※日本にてインタビュー） 
福地 昭輝 指導法普及（理科/総合学習）（※日本にてインタビュー） 
鎌田 正裕 指導法普及（理科）（※日本にてインタビュー） 

松浦 執 指導法普及（IT）（※日本にてインタビュー） 

 

3）JICAモンゴル事務所 

磯貝 季典 所長 

岩井 淳武 次長 

 

１－５ 中間レビュー評価の方法 

 合同評価のプロセスは3段階から成り、合同評価チーム内部での話し合いにより進める。具体的

には、（1）レビュー評価の計画、（2）情報収集と分析、（3）協議・報告・フィードバック、の手

順を踏む。 

 

 （1）レビュー評価の計画 

   本中間レビュー評価の実施計画は、主に日本側の中間レビュー評価チームがモンゴル出発

前に、JICA本部及びJICAモンゴル事務所とテレビ会議を含め、協議して作成した。この計画

は、ウランバートルでモンゴル側のレビュー評価チームとの最初の話し合いのなかで、その

内容が共有され、確認された。 

 

 （2）情報収集と分析 

   量的データ及び質的なデータの両方が収集され、分析された。データ収集は次のように行

われた。 
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  ・ 文献及び報告書のレビュー 

  ・ 質問票（日本人専門家チーム、基本チーム、プロフェッショナル・チーム、区/県チーム、

モデル校、非モデル校、など） 

  ・ インタビュー（JICA専門家チーム、基本チーム、プロフェッショナル・チーム、区/県チ

ーム、モデル校、非モデル校、など） 

  ・ 授業及び「授業研究」活動の観察（モデル校及び非モデル校） 

 

   質問票及びインタビューにより、日本人専門家チーム（Japanese Expert Team：JET）、基本

チーム（National Team：NT）及びプロフェッショナル・チーム（PT）に対して、評価対象プ

ロジェクトの実施プロセス、有効性、効率性、インパクト、持続発展性等の広範囲な質問を

行い、回答を得た。また、他のカウンターパートに対しては実施プロセスを中心に聞き取り

調査を行った。さらに、モデル校及び非モデル校においては、授業及び「授業研究」活動を

観察し、教授・学習プロセス全般を含む授業実践の質について調査した。日本に滞在してい

たJETに対しては、日本側の評価チームが出発前にインタビューを行った。JETやカウンター

パートからの直接のデータ収集の結果は2011年9月までの投入実績や活動実績として（付属資

料）合同レビューレポートのAnnex5に掲載した。 

 

 （3）協議・報告・フィードバック 

   合同レビューチームは、報告書のレビュー、質問票、インタビュー、及び観察から得た事

実を一つひとつ注意深く確認し、分析により合同報告書の最終ドラフトを作成した。その後、

最終ドラフトの内容はモンゴル側の関係省庁の高官に説明され、そこで出されたコメントを

反映させて最終レビューレポートとした。 
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第２章 プロジェクトの概要 
 
２－１ プロジェクトの背景 

 モンゴルでは、従来から暗記中心の教授法による授業が行われているという課題を抱えてきた。

この課題に対してモンゴル政府は、2005年9月に新教育スタンダード（国レベルのカリキュラム、

わが国の学習指導要領に当たる）を制定し、子どもの発想や思考を促すような｢子どもの発達を

支援する指導法｣（以下、「新指導法」）への転換を掲げた。しかしながら、現場の教員にとっては、

当該スタンダードは学術的過ぎる内容のために理解が困難で、従来の暗記中心の教授法に慣れて

いたために授業方法の変更に対応できないという問題がみられていた。 

 こうした状況の下、2006年から2009年にかけてJICAは｢子どもの発達を支援する指導法改善プロ

ジェクト｣（以下、「フェーズⅠ」）を実施し、新教育スタンダードに対応した教員向け指導書（8

科目：算数、初等理科、数学、物理、化学、総合理科、総合学習、IT）と指導書作成マニュアル、

及び授業モニタリングマニュアルを開発した。当該指導書は、モンゴル教育文化科学省（MECS）

から高い評価を受け、指導書の普及を後押しする大臣令等も発出され、全国の学校に配布された。

しかしながら、教育現場における新指導法の普及促進のためには教員が新指導法を正しく理解し、

実践していくための取り組みを行っていくことが早急に求められている。 

 このような状況において、JICAは現職教員に対する新指導法の普及体制･研修制度の強化を目的

に、｢子どもの発達を支援する指導法改善プロジェクト（フェーズⅡ）｣（以下、「フェーズⅡ」）

を2010年3月から開始した。 

 

２－２ 基本計画 

 

協力期間 2010年3月～2013年2月 

対象地域 

（モデル地域） 

ウランバートル市ソンギノハイルハン区、ブルガン県、 

ザブハン県 

上位目標 モデル県及び他の県で新指導法が実施される。 

プロジェクト目標 新指導法を普及する体制が強化される。 

成 果 

成果1：すべての市/県の新指導法普及チームの新指導法普及能力が向

上する。 

成果2：モデル市/県において｢授業研究｣のモデル事例が開発される。

成果3：モデル市/県の新指導法実践の能力が向上する。 

成果4：教員養成研修において新指導法の普及及び定着に向けた環境

が改善される。 

 

２－３ 実施体制 

 プロジェクト運営では、フェーズⅠから指導書の作成にかかわってきた人材を中心に、プロジ

ェクトの意思決定機関として「基本チーム」を設置し、2010年1月8日付のMECS大臣令5号で承認

された［合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）メンバーを兼任］。また、基本チー

ムメンバーがリーダーとなり、科目ごとのワーキンググループが結成され、「プロフェッショナ

ル・チーム」として組織されている（2010年12月15日付MECS大臣令575号にて承認）。 
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  （本プロジェクト詳細計画策定調査報告書から引用） 
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第３章 計画達成度 
 

３－１ 投入実績 

 （1）日本側の投入 

  1）専門家 

    7名の日本人専門家がほぼ計画どおりに投入された。量的には、第1年次25.2M/M、第2年

次10.74M/M（2011年9月末まで）が投入され、これもほぼ計画どおりであった。詳細は以下

のとおりである。 

 

専門家名 担 当 期 間 特記事項 

FY 2010 2010/03/25-04/02 (9）国内作業 

2010/04/05-05/13 (39) 

2010/08/23-10/02 (41) 

2010/10/23-11/19 (28) 

2011/12/11-12/29 (19) 

2011/02/01-03/16 (44) 

6.00 M/M 

（国内0.30、現地5.70）
石井 徹弥 

総括/ 

研修計画1 

FY 2011 2011/05/14-06/30 (48) 

2011/08/23-09/23 (32) 
2.67 M/M 

FY 2010 2010/05/01-05/25 (25) 

2010/08/01-08/12 (12）国内 

2010/08/18-09/30 (44) 

2010/10/16-12/29 (75) 

2011/01/25-03/16 (51) 

6.90 M/M 

（国内0.40、現地6.50）
鈴木 サヤカ 

研修計画2/ 

モニタリング・評

価 

FY 2011 2011/05/09-06/30 (53) 

2011/08/23-09/21 (30) 
2.77 M/M 

FY 2010 2010/04/26-05/07 (12) 

2010/09/10,16,17,21,22,27-30 (9）国内 

2011/02/19-03/13 (23) 

1.47 M/M 

（国内0.30、現地1.17）
鎌田 正裕 

指導法普及 

（理科） 
FY 2011 2011/05/25-06/06 (13) 

2011/09 (9）国内 

0.73 M/M 

（国内0.30、現地0.43）

FY 2010 2010/04/28-05/10 (13) 

 ※当初予定は2010/04/28-05/08（予

定フライトキャンセルのため延長） 

2010/09/10,16,17,21,22,27-30 (9）国内 

2011/02/11-02/27 (17) 

1.33 M/M 

（国内0.30、現地1.03）
高畑  弘 

指導法普及 

（算数・数学） 

FY 2011 2011/08/27-08/31 (5) 

2011/09 (9）国内 

0.47 M/M 

（国内0.30、現地0.17）

FY 2010 2010/04/28-05/10 (13) 

2010/09/16,17,22-24,27-30 (9）国内 

2011/02/11-02/27 (18) 

1.33 M/M 

（国内0.30、現地1.03）
福地 昭輝 

指導法普及 

（理科・総合学習） 
FY 2011 2011/05/31-06/14 (15) 

2011/09 (9）国内 

0.80 M/M 

（国内0.30、現地0.50）
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FY 2010 2010/04/28-05/10 (13) 

2010/09/08-10,16,17,21,22,24,27 (9)国

内 

2011/02/16-03/05 (18) 

1.03 M/M 

（国内1.00、現地0.30）
松浦  執 

指導法普及 

（IT） 

FY 2011 2011/09 (9）国内 0.30 M/M 

（国内のみ） 

FY 2010 2010/04/05-07/08 (95) 

2010/09/01-10/01 (31) 

2010/10/19-11/30 (43) 

2011/01/17-01/21 (5) 

2011/02/07-03/05 (27) 

6.70 M/M ヒシゲバヤ

ル・バダムサ

ンブ 

研修実施/ 

授業研究支援 

FY 2011 2011/04/25-05/15, 05/19-06/26 (60) 

2011/08/23-09/21 (30) 
3.00 M/M 

 

2）現地傭人 

    現地傭人は計画どおりに雇用された。現在、プロジェクトスタッフとして、通訳/事務員

１名、研修補助１名、運転手１名が、研修開催時のみの臨時事務員１名がいる。彼ら以外

に、モンゴル側の投入である１名が常にプロジェクト事務所で日本人専門家チームと一緒

に業務にあたっている。 

 

3）資機材の供与 

    資機材は計画どおりに投入された。内容は、デスクトップコンピュータ1台、カラープリ

ンター1台、モノクロプリンター1台、コピー機1台、ビデオカメラ15台、デジタルカメラ2

台、コンピュータソフト（MS Office）2つ、プロジェクター4台、である。これらのうちほ

とんどの資機材はプロジェクト事務所で活用されているが、ビデオカメラ、デジタルカメ

ラ、プロジェクターに関しては、プロジェクト事務所以外に、モデル校、モデル区/県の教

育局に提供され、プロジェクト活動実施のために活用されている。これらにかかった費用

総額は、約246万円である。 

 

4）本邦研修 

    本邦研修としては、これまで6つの研修が提供された。①青年研修「基礎教育行政コース」

（2010年10月11～28日：参加者15名）、②課題別研修「理数科指導法改善コース」（2010年

10月5日～11月20日：参加者2名）、③地域別研修「アジアでの授業研究を通じた教育の質的

改善コース」（2010年8月25日～9月26日：参加者2名）、④C/P研修「現職教員研修と授業研

究を通じた教育の質的改善コース」（2010年10月2～16日：参加者8名）、⑤地域別研修「ア

ジアでの授業研究を通じた教育の質的改善コース」（2011年8月23日～9月22日：参加者2名）、

⑥C/P研修「授業研究（予定：2011年9月25日～10月8日：参加者22名）。これら6研修の参加

総数は50名であり、MECS職員、モンゴル国立大学、国立教育大学の教員、モデル区/県の

教育局職員、モデル校の教員など、本プロジェクトで中心になって活躍する人材を中心に

選定された。研修報告書及びインタビューから、研修参加者はいずれも研修を通じて、新

しい知識を習得し、特に授業研究については多くのことを学んだようである。また、彼ら

はすべてこれら研修に対して大変満足しているという回答であった。 
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5）プロジェクト運営経費 

    第1年次においては、1,164万1,000円が現地調査費として計画され、918万5,000円が実際に

支出された。第2年次については、2,139万円が現地調査費として計画されており、現在のと

ころ計画どおりに支出されている（ただし、2011年9月までの詳細な支出合計についての正

式な数値はない）。 

 

（2）モンゴル側の投入 

1）C/Pの配置 

    16名のC/Pが配置された。当初の合意（R/D）においては12名となっていたが、プロジェクト・

コーディネーター（予算管理）1名及び指導法開発センターからの4名が追加されたと同時に、

当初予定の区/県教育局からのスタッフは配置されなかった。この16名は「基本チーム」として、

プロジェクト運営におけるモンゴル側の意思決定機関となっている。また「基本チーム」に加

えて、71名から成る「プロフェッショナル・チーム」が組織されており、こちらは研修パッケ

ージの開発及び研修の実施を担当するなど、プロジェクトを運営していくうえでの実際の活動

部隊となっている。「プロフェッショナル・チーム」は、算数、数学、物理、化学、総合理科（モ

ンゴルでの科目名は「人間と自然」）、初等理科（「人間と環境」）、総合学習、IT、マネジメント、

モニタリングの各グループに分かれており、それぞれのグループ長には「基本チーム」のメン

バーがあてられている。これらチームのメンバーは、教育大臣令（575号、2011年6月）によっ

て正式に任命されている。 

 

No 氏 名 担 当 役 職 

1 Ch. Kulanda プロジェクトディレクター MECS副大臣 

2 D. Erdenechimeg プロジェクトマネジャー MECS義務教育局長 

3 N. Nergui 
プロジェクト政策コーディ
ネーター MECS義務教育局シニア職員 

4 B. Jigjid プロジェクト予算管理コー
ディネーター MECS財務局職員 

5 E. Bolormaa プロジェクト実施コーディ
ネーター 

モンゴル国立大学  
指導法研究センター アドバイザー 

6 J. Narantuya チーム・コーディネーター 教育研究所 シニア研究員 

7 Sh. Oyuntsesteg チーム・コーディネーター 教育研究所 研究員 

8 T. Narantsetseg チームメンバー 国立教育大学 初等教育指導法開発セン
ター長 

9 E. Munguntulga チームメンバー 国立教育大学 初等理科ラボ長 

10 O. Chuluuntsetseg チームメンバー 国立教育大学 算数ラボ長 

11 T. Ganbaatar チームメンバー 国立教育大学 数学指導法開発センター
長 

12 L. Choijoovaanchig チームメンバー 国立教育大学 IT指導法開発センター長

13 T. Darjaa チームメンバー モンゴル国立大学 理科指導法開発セン
ター長 

14 B. Burmaa チームメンバー モンゴル国立大学 理科ラボ長 
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15 M. Ganbat チームメンバー モンゴル国立大学 物理ラボ長 

16 Ch. Nyamgerel チームメンバー モンゴル国立大学 化学ラボ長 

 

2）JETへの執務室の提供 

    モンゴル側は、JETのためにMECS内に事務所スペース及び必要な家具を計画どおりに提

供した。 

 

3）プロジェクト実施コストの負担 

    R/Dでの合意内容に基づいて、モンゴル側はプロジェクト運営に必要な費用の一部を負担

した。2010年度（2010年1月～12月）においては、6,500万5,600Tg （約420万円）が予算と

して計上され、支出された。 これは、プロジェクト・コーディネーター（実施担当）の給

与及び研修時の交通費（食費含む）、研修モジュールの執筆料、研修講師への謝金が含まれ

る。2011年度（2011年1月～12月）においては、2,250万6,800Tg （約146万円）が計上され、

現在も適宜支出されている。この予算も、前年度と同様、プロジェクト・コーディネータ

ー（実施担当）の給与及び研修時の交通費（食費含む）、 研修講師への謝金が含まれる。

このように、モンゴル側は合意内容に基づいてある程度費用を負担しているものの、これ

までに大きく3つの課題があったことは事実である。具体的には、①第１年次においては

2010年12月まで大臣令も出されず、予算の執行ができなかった、②また研修講師（「プロフ

ェッショナル・チーム」）への謝金が相対的［例えば、アジア開発銀行（Asian Development 

Bank：ADB）との比較］に低かった（第2年次には改善された）、③研修時のモニタリン・

グループとマネジメントグループへの謝金支払いが行われていない、などの課題である。 

 

３－２ 活動実績 

※「プロフェッショナル・チーム」を「PT」、「基本チーム」を「NT」として省略。 
達成状況 プロジェクト 

活動 
期待される 

成果 計画 現状 
実績の内容 

0-1 「PT」が結成
される 

プロジェクト
実施体制の確
立 

2010年4月 
（第1年次） 

計画どお
り 
（実施済
み） 

「NT」（16名）に加え、71名の経験豊か
な人材を加えPTが結成された。「NT」は
MECS、教育研究所、大学教員から構成
され、「PT」は「NT」にフェーズⅠの経
験をもつ現場教員を加えて構成された。
「PT」は研修パッケージの開発及び研修
の実施の役割を担っている。 

0-2 MECSがモデ
ル区/県を選定す
る 

 2010年4月 
（第1年次） 

計画どお
り 
（実施済
み） 

プロポーザル方式で応募県を募り、地
域、優秀な人材の有無等を考慮した結
果、ソンギノハイルハン区（中部地域）、
ブルガン県（ハンガイ地域）、ザブハン
県（西部地域）が選定された。 

1-1-1 「PT」が研
修パッケージを
開発する 
 

すべての区 /
県の「区/県チ
ーム」の「新
指導法」の普
及能力が向上
する 

2010年5～9月
（第1年次） 

計画どお
り 
（実施済
み） 

5回にわたる研修パッケージ作成会議と
メンバーによる作業により、2010年8月
にドラフトを作成し、9月に第1版が完成
した。 
研修パッケージの構成は、共通部分と3
つのモジュールから成り、各モジュール
は、教員用、教育文化局の指導主事・教
頭用、教育文化局の局長及び研修担当
者・校長用に対応している。 
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達成状況 

プロジェクト活動 
期待される 

成果 計画 現状 
実績の内容 

1-1-2 「PT」が活動
2-3及び3-3でのモニ
タリング結果をも
とにして研修パッ
ケージを改訂する 

すべての区 /
県の「区/県チ
ーム」の「新
指導法」の普
及能力が向
上する 

2011年5～9月 
（第2年次） 
2012年5～9月 
（第3年次） 

計画どおり
（実施中）

基本モジュール、教科別モジュール
（8教科）の変更はないが、管理職用
の管理職モジュールと研修担当者用
のマネジメントモジュール（モニタ
リングモジュールを含む）の改訂を
行った 

1-1-3 「PT」が改訂
された研修パッケ
ージを活用して、す
べての区/県の「区/
県チーム」に対して
研修を行う 

 2011年11月 
（第2年次） 
2012年11月 
（第3年次） 

  
 
 
 

1-1-4 「PT」がすべ
ての区/県の「区/県
チーム」に対して技
術的支援を行う 

 2011年12月 
（第2年次） 
2012年11～ 12
月 
（第3年次） 

  

1-2-1 モデル区 /県
におけるベースラ
イン調査を実施す
る 

 2010年5月 
（調査設計） 
2010年9～12月
（調査・結果）
（第1年次） 

計画どおり
（ 実 施 済
み） 

モデル区/県及び統制群3区/県（チン
ゲルテイ区、ウブス県、フブスグル
県）の計6区/県において調査が実施
された。本調査の実施は、プロポー
ザル方式で選定された現地コンサル
タント会社（ MonEduc Consulting 
LLC）によって行われた。 

1-2-2 「PT」がモデ
ル区/県におけるモ
デル校を選定する 

 2010年5月 
（第1年次） 

計画どおり
（ 実 施 済
み） 

本プロジェクトで予定している研修
カスケード方式を考慮し、それぞれ
の区/県の中心校が選定された。選定
されたモデル校は、合計14校である
（ソンギノハイルハン区3校、ブルガ
ン県5校、ザブハン県6校）。 

1-2-3 モデル区 /県
が各自の区/県チー
ムを選定する 

 2010年5月 
（第1年次） 

計画どおり
（ 実 施 済
み） 

ソンギノハイルハン区11名（内訳：
教育文化局3名、学校教員8名）、ブル
ガン県13名（内訳：教育文化局10名、
学校教員3名）、ザブハン県21名（内
訳：教育文化局12名、学校教員9名）
から成るチームが結成された。 

1-2-4 「PT」がモデ
ル区/県の「区/県チ
ーム」に対して研修
を実施する 

 2010年11月 
（第1年次） 

研修開催場
所及び研修
参加者にお
いて変更あ
り 
（ 実 施 済
み） 

当初、ウランバートル市において開
催予定であったが、参加者の利便性
を考慮して、それぞれのモデル区/県
において実施された。研修は5日間
で、ソンギノハイルハン区（11月1～
5日、79名参加）、ブルガン県（11月
10～14日、70名参加）、ザブハン県（11
月19～23日、116名参加）という実施
となった。また、参加者は、「区/県
チーム」メンバーのほか、モデル校
の教員、校長も含めた。 
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達成状況 

プロジェクト活動 
期待される 

成果 計画 現状 
実績の内容 

2-1 モデル区 /県の
「区/県チーム」が各
自の地域における
「授業研究」の実施
計画を作成する 

モデル区 /県
に お い て 、
「授業研究」
のモデル事
例が開発さ
れる 

2011年1月 
（第1年次） 
2011年8月 
（第2年次） 
2012年8月 
（第3年次） 
 

変更あり 
（実施中）

モデル校及び教育文化局がそれぞれ
に学期ごとに作成することにした。
モデル校は「学校計画」、教育文化局
は「教育局計画」を作成。さらに、
授業研究実施後にはそれぞれ「授業
研究実施報告書」と「研修報告書」
（モデル校）、「研修報告書」（教育文
化局）を作成し、提出することが課
された。 

2-2 モデル区 /県の
「区/県チーム」が活
動2-1で作成した実
施計画に基づいて
モデル校で「授業研
究」を行う 

 2011年2～3月 
（第1年次） 
2012年2～3月 
（第2年次） 
2013年2月 
（第3年次） 

計画どおり
（ 2010 年 1
月より実施
中） 

各モデル校にて「授業研究」が実施
された。 

2-3 「PT」がモデル
校での「授業研究」
をモニタリングし、
適切なアドバイス
を行う 

 2011年2～3月
（第1年次） 
2012年2～3月
（第2年次） 
2013年2月 
（第3年次） 

計画どおり
（実施中）

ソンギノハイルハン区では2011年2
月14日～3月11日、ブルガン県では2
月27日～3月5日、ザブハン県では2
月19日～2月26日の日程で日本人専
門家も加えて行われた。モニタリン
グ活動では、授業観察と検討会への
出席、学校関係者との面談と助言、
日本人専門家による講義などが行わ
れた。 
ただし、ザブハン県バヤンテス・ソ
ム校のモニタリングは冬期のアクセ
スがよくないことから断念。そこで、
第2年次の2011年9月に再度ザブハン
県へのモニタリングが行われた。 

2-4 モデル校は、
「PT」のモニタリン
グ結果やアドバイ
スを次回の「授業研
究」に反映させる 

 全期間 計画どおり
（実施中）

モデル校は、「PT」及びJETの助言や
アドバイスを参考に、「授業研究」の
質の改善に取り組んでいる。 

3-1 モデル区 /県の
「区/県チーム」が学
校管理職や教員に
対する研修計画（モ
デル校での「授業研
究」視察を含む）を
作成する 

モデル区 /県
の学校の「新
指導法」実践
の能力が向
上する 

2011年12月 
（第2年次） 

一部変更 
（実施中）

2010年11月にモデル区/県チームは、
モデル校の学校管理職と教員に対す
る研修計画を作成した。 

3-2 モデル区 /県の
「区/県チーム」が活
動3-1で作成した計
画に基づいて研修
を実施する 

 2012年1月 
（第2年次） 
2013月1月 
（第3年次） 

変更 
（実施中）

モデル「区/県チーム」が2010年11月
に「PT」より受けた研修をもとに、
2010年12月～2011年1月にモデル校
で実施した。 

3-3 「PT」が活動3-2
の研修をモニタリ
ングし、モデル区/
県の「区/県チーム」
に対し適切なアド
バイスを行う 

 2012年1月 
（第2年次） 
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達成状況 

プロジェクト活動 
期待される 

成果 計画 現状 
実績の内容 

3-4 モデル区 /県の
「区/県チーム」が
「PT」からのアドバ
イスを次の研修計
画に反映させる 

モデル区 /県
の学校の「新
指導法」実践
の能力が向
上する 

2012年1月以降
（第2年次とそ
れ以降） 

  

4-1 「PT」が活動
1-1-2で改訂された
研修パッケージを
公私立教員養成校
に紹介する 

「新指導法」
の普及及び
定着に向け
た環境が改
善される 

2011年11月 
2012年2月 
（第2年次） 

変更 
（計画前倒
しで一部実
施） 

2010年9月国立教育大学学長に対し
て研修パッケージの概要を紹介し
た。教員養成課程における指導法に
関する単位がこれまでの10単位から
27単位に増えたものの、大学側がそ
の変化に対応できていない現状から
計画の前倒しがなされた。またその
際に、2011年1月ごろをめどに同大学
12学部の学部長クラスを対象にした
研修パッケージ紹介の機会が予定さ
れたが、時間調整ができず延期とな
った。その代わりに、2011年8月29～
30日にセミナーを実施し、106名の参
加を得た。 

4-2 「PT」は、日本
及び他の国々で行
われている「授業研
究」を研究し、活動
2-3で行われたモニ
タリング結果を分
析する 

 すべての期間 
（第2年次） 
（第2年次） 
（第3年次） 

計画どおり
（実施中）

「PT」のメンバーが本邦研修に参加
し、日本の「授業研究」について学
ぶと同時に、米国での「授業研究」
の実施状況等を資料等で学んだ。 

4-3 「PT」は、学校
レベルでの「授業研
究」が実施されるよ
うにMECSに対して
政策提言を行う 

 2011年2～3月
（第1年次） 
2012年2～3月 
（第2年次） 

一部実施 MECSの2010/2011年の目標に「全教
員は授業研究を行うための方法/指
導法を研究することと各学校は授業
研究を実施する計画を作成し、今年
中に2回以上の授業研究を行うこと」
という記述が含まれた。2011/2012年
の目標には「授業研究」の記述がな
くなったが、MECSによれば、「記述
がなくなったからといって、学校が
『授業研究』をしなくてよいという
ことを意味するものではなく、継続
されるべきである」ということであ
った。 

4-4 教育研究所は、
教員コンテストの
審査採点基準のひ
とつとして「新指導
法の実践」の採用を
検討する 

 2012年2～3月 
（第2年次） 

一部実施 2011年の教員コンテスト（11月に予
定）に「授業研究」の視点が含まれ
る予定である。 

 

３－３ 達成状況 

 ３－３－１ 成果達成状況 

  プロジェクト実施計画によれば、成果達成に大きく関係する2つの研修、すなわち、全国の「区

/県チーム」を対象にした研修及びモデル区/県の全教員及び学校管理職を対象にした研修は、そ

れぞれ2011年11月、2012年1月に実施予定であり、現時点では行われていない。ただし、これら
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の研修が実施された場合、成果3に関してはかなりの程度達成できるものと思われる。一方、成

果1については、モデル区/県チームと非モデル区/県チームの間に、「新指導法」や「授業研究」

についての理解や実践技術において、かなりの差が出てくると思われる。「新指導法」の全国展

開を考えたときには、この格差をどのように埋めていくかということが重要な課題となってく

る。 

  成果2と成果4については、現在、その達成に向けた着実な進歩がみられている。モデル区/県

では、モデル校を中心として「授業研究」の実践が熱心に行われている。また、「新指導法」普

及に係るさまざまな政策的提言が、日本人専門家から「プロフェッショナル・チーム」を通じ

て、MECSに伝えられており、その結果として、2010/2011年の教育文化科学省の目標に「授業

研究」が記載された。 

  以下、それぞれの成果別に詳細な達成状況を説明する。 

 

 

成果1 すべての区/県の「区/県チーム」の「新指導法」の普及能力が向上する 

指 標 

1. 研修参加者の満足度及び「新指導法」に対する理解が増す 

2. 研修参加者の行動に良い変化がみられるようになる 

3. 「区/県チーム」のメンバーが研修パッケージに基づいた研修に参加する（少な

くとも8名） 

 

  全「区/県チーム」に対する研修は2011年11月に実施予定であり、現時点ではモデル区/県チー

ムへの研修しか行われていない。モデル区/県チームへの研修自体は全般的に円滑に実施された。

研修参加者であるモデル区/県チームのメンバーの満足度は非常に高く、また「新指導法」や「授

業研究」についての一定の理解もなされたようである。仮に、全「区/県チーム」に対する研修

が行われた場合でも、モデル区/県チームと非モデル区/県チームとの間には、「新指導法」の理

解度や実践能力といった点でかなりの差がでてくると考えられる。 

 

 指標1：研修参加者の満足度及び「新指導法」に対する理解が増す 

  研修参加者は、本研修を通じて「新指導法」についての一般的で基本的な知識は習得したと

思われる。この点からみて、本研修の実施は第1段階としては成功だったといえる。しかしなが

ら、この研修においてはその質が地域によってばらつきがあった。ソンギノハイルハン区にお

いては初回の研修ということもあって、講師である「プロフェッショナル・チーム」に若干混

乱がみられ、質的にはそれほど高いものとはいえなかった。一方、ブルガン県及びザブハン県

ではソンギノハイルハン区での教訓を踏まえて研修を実施したために質的にはかなり改善され

た。 

 

 指標2：研修参加者の行動に良い変化がみられるようになる 

  モデル区/県チームに対して実施された研修のあと、モデル区/県チームは、その研修で彼らに

要求された活動、すなわち、彼らの区/県内のモデル校の教員に新しく学んだ知識を再伝達する

こと、モデル校で「授業研究」を実施すること、といった2点について計画どおりに行った。前

者は2010年12月～2011年1月にかけて、後者は2011年1月から開始されている。このように最低
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限やらなければならない活動についてはきちんと行われている。さらに、彼らの教育実践につ

いての考え方にも少なからず変化がみられてきている。それは、今までの伝統的な教師中心の

教育では子どもや生徒の成長には限界があり、もっと彼らの思考力や創造力を伸ばす教育、す

なわち子ども中心の教育が必要であるという考え方に変わってきた。ただ、彼らの「新指導法」

及び「授業研究」の理解はまだ指導できる十分なレベルではないため、現在は「プロフェッシ

ョナル・チーム」とモニタリングなど行動を共にしながら「新指導法」や「授業研究」への理

解を深めようとしている段階である。 

 

 指標3：「区/県チーム」のメンバーが研修パッケージに基づいた研修に参加する（少なくとも8

名） 

  第１年次に「プロフェッショナル・チーム」によって実施されたモデル区/県チームを対象に

した研修では、参加者はそれぞれ79名、70名、116名であった。これら参加者には、「区/県チー

ム」メンバー以外にも、モデル校の校長、教員が含まれていたが、区/県チームの参加者だけに

限れば、ソンギノハイルハン区教育文化局より2名（区教育文化局の職員数は6名と少ない）、ブ

ルガン県教育文化局より10名、ザブハン県教育文化局より9名の参加があり、参加率は非常に高

くなっている。 

 

成果2 モデル区/県において、「授業研究」のモデル事例が開発される 

指 標 

1. モデル校が「授業研究」実施計画を策定する 

2. モデル校が「授業研究」を8教科において最低年2回実施する 

3. モデル校における「授業研究」の質が向上する 

4. モデル校での「授業研究」参加者の満足度が増す 

 

  既にモデル区/県、特にモデル校では積極的に計画を立て、熱心に実践しているところであり、

区/県教育文化局はモデル校の全教員及び学校管理職に対して「授業研究」についての研修を実

施したり、「プロフェッショナル・チーム」と共にモニタリングを行い、指導・助言を与えてい

る。また、それら研修やモニタリングに対する費用も支出されている。したがって、成果2達成

に向けて着実に進んでいるといえる。 

 

 指標1：モデル校が「授業研究」実施計画を策定する 

  2010年11月に実施された研修において、モデル校は「授業研究」実施計画書案を作成し、そ

の後、各学校に持ち帰り、議論、改訂を行ったうえで、最終計画書（2011年度計画）を計画ど

おりJETに提出した。しかしながら、計画書の様式や内容が学校によって大きく異なっており、

JETとして、意見や提案をすることが難しかった。そのため、JETはモデル校に対して改めて、

計画、期待される成果、費用を明記した「学校計画」を学期ごとに提出するように要請した。

その後、モデル校からは、内容をより明確に記載した「学校計画」がJETに提出された。 

 

 指標2：モデル校が「授業研究」を8教科において最低年2回実施する 

  モデル校のほとんどが2011年1月より「授業研究」を開始しており、2011年9月現在において、

最低2回は「授業研究」を実施している学校が多い。時期的には2011年1～2月に第1回目、2011
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年9月に第2回目を行っている。ほとんどのモデル学校では、2011年11～12月にも更にもう1回予

定しているので、平均的な学校は年に3回程度実施を計画しているといえる。ここで注意したい

のは、上記の時期には8教科において、それぞれ「授業研究」活動が1～2回程度行われているの

で、年間に実施される「授業研究」の開催数ということになれば、24回程度（8教科x3回）とな

る。ただし、この「授業研究」の開催数については、モデル校各校において大きな差がある。

例えば、2011年9月時点で、ソンギノハイルハン区第67学校では12回、ブルガン県第1学校では7

回、ザブハン県ソンギノ・ソム校では32回といった具合である。 

 

 指標3：モデル校における「授業研究」の質が向上する 

  モンゴル全体でみれば、「授業研究」は本プロジェクトのフェーズⅠのときから開始されてい

るが、多くのモデル校にとっては、「授業研究」という活動はまだ始まったばかりである。モデ

ル校の教師たちは熱心に「授業研究」に取り組んでいることは高く評価できる。ただし、「授業

研究」の実践が実際の授業の質の向上に直接結びつくというところまでにはもう少し時間が必

要である。というのも、現時点において授業の本質を見抜ける、すなわち、授業実践において、

どこが良かった点か、またどこに問題があったか、ということを的確に把握できる教師は現時

点ではごく少数であるためである。 

 

 指標4：モデル校での「授業研究」参加者の満足度が増す 

  モデル校の大多数の教師は「授業研究」にとても満足している。「授業研究」は「新指導法」

を実践し、授業の質的向上を達成するための唯一の方法だと考えられているためである。実際

に、「授業研究」を開始して、これまでほとんど行わなかった準備を同僚と協同で行うことで、

多様な考え方が共有できるようになり、教師本人にとっても新しい知識が習得でき、かつ準備

された授業は生徒の関心を惹き付けることにも成功している。同僚との協同作業という点は、

そのほかにもさまざまな効果をもたらしている。例えば、仮に検討会で厳しいコメントが出さ

れたとしても、それは授業者個人の責任というより、一緒に授業案を作成したみんなの責任と

考えるようになってきたために、厳しいコメントで自信をなくしてしまうという教師はほとん

どみられない。協同で授業準備を行うということが、ある意味、教師の負担を大幅に軽減して

おり、そのことが、教師たちが「授業研究」について高い満足度を示しているひとつの大きな

理由となっている。 

 

成果3 モデル区/県の学校の「新指導法」実践の能力が向上する 

指 標 

1. モデル区/県の学校における教員及び学校管理職の少なくとも50％が研修パッ

ケージに基づく「新指導法」研修を受講する 

2. モデル区/県の非モデル校の少なくとも50％が「授業研究」実施計画を作成す

る 

3. モデル区/県における指導法に係る教訓や提言が蓄積される 

 

  2011年9月現在、モデル区/県における全学校管理職及び教員への研修は行われていない（2012

年1月実施予定）。現時点ではモデル区/県においては、モデル校を対象にした研修が行われたの

みであり、モデル校における「新指導法」の実践能力という点についてのみみると、モデル校



－18－ 

の教員は非モデル校の教員に比べて、問題意識が明確で、自分自身の授業実践を客観的に捉え

ることができるようになってきている。ただ、ここで指摘しておきたいことは、モデル区/県、

特に、ブルガン県及びザブハン県では非モデル校でも各学校独自に「授業研究」を実施しはじ

めており、「新指導法」実践に向けて取り組んでいるという点である。そこで、上記研修が実施

されれば、ある程度、成果3は達成可能と考えられる。 

 

 指標1：モデル区/県の学校における教員及び学校管理職の少なくとも50％が研修パッケージに基

づく「新指導法」研修を受講する 

  当初計画では、モデル区/県の教員と学校管理職を対象にした研修は2012年1月より実施される

予定であったが、モデル区/県チームは、本研修をJICAプロジェクトチーム主催の研修直後の2010

年11月～2011年1月にモデル校の教員及び学校管理職を対象にして実施した。①ソンギノハイル

ハン区：2010年11月10日～16日の日程で研修を実施した。モデル校のほぼ全教員及び学校管理

職が参加した。実施は、3つのモデル校それぞれにおいて同日程で行った。研修講師にはJICAプ

ロジェクトチーム主催の研修に参加した研修担当12 名（区教育文化局職員6名、学校教員6名）

が3つに分かれて担当した。②ブルガン県：2011年1月5日～11日の日程で研修を実施した。モデ

ル校の全教員及び学校管理職が参加し、研修講師は県教育文化局職員11名とモデル校教員11名

で担当した。ただし、ブルガン県では研修を2日間に縮小して実施したために、内容も当初から

大幅に縮小された。③ザブハン県：2010年12月～2011年1月の期間にそれぞれのモデル校におい

て全教員と校長を対象に3日間の研修を行った。研修の講師は、県教育文化局職員とモデル校教

員が担当した。 

 

 指標2：モデル区/県の非モデル校の少なくとも50％が「授業研究」実施計画を作成する 

  2010年度はモデル校のみが「授業研究」実施計画書を作成し、「授業研究」を行っていたが、

2011年度からはソンギノハイルハン区、ブルガン県、ザブハン県すべてのモデル区/県において、

全学校が「授業研究」実施計画書（従来の学校計画に「授業研究」活動を入れ込んだもの）を

作成し、それに基づいて「授業研究」を実施するように現在準備を進めている。ただし、ザブ

ハン県のすべての学校は非正規ではあるが、既に「授業研究」実施計画書を作成している。 

 

 指標3：モデル区/県における指導法に係る教訓や提言が蓄積される 

  モデル区/県の指導主事（かつ研修担当者）が中心となって、モデル校での研修や「授業研究」

の実践を通じて引き出された教訓や課題を収集し、整理している。また、各学校では学校管理

職が、中央レベルでは「プロフェッショナル・チーム」、特にマネジメント及びモニタリング・

グループが情報を収集している。   

 

 

成果4 「新指導法」の普及及び定着に向けた環境が改善される 

指 標 

1. 研修パッケージが最低1回教員養成校に紹介され、そのなかの少なくとも１校が

研修パッケージを教育課程のなかで活用することを検討する 

2. 政策提言が教育文化科学省によって、政策目標のなかに取り入れられる 
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  当初計画では、成果4に関するほとんどの活動は2011年9月の時点ではまだ実施されていない

予定であった。しかし、実際には、部分的とはいうものの、成果4に係る多くの活動が既に開始

されており、成果4を達成するための土台が着実に築かれつつある。具体的には、2010/2011年の

教育省の目標に「全教員は授業研究を行うための方法/指導法を研究することと、各学校は授業

研究を実施する計画を作成し、今年中に2回以上の授業研究を行うこと」が記載された。 

 

 指標1：研修パッケージが最低1回教員養成校に紹介され、そのなかの少なくとも１校が研修パ

ッケージを教育課程のなかで活用することを検討する 

  当初計画では、JETは2011年11月に研修パッケージを教員養成校に紹介する予定であったが、

2010年9月にモンゴル国立大学学長に会い、研修パッケージ（ドラフト）についての話し合いを

もった。このように当初計画より早くに行った理由は、近年、教員養成のためのカリキュラム

が改訂され、履修単位がこれまでの10単位から27単位と大幅に増加されたことにより、多くの

教員養成校がその対策に四苦八苦しているという事情があった。また、この第1回目の話し合い

を契機に、JETは2011年1月ごろにモンゴル教員大学の12 学部長に対しても研修パッケージを紹

介するための話し合いの機会を計画したが、大学側の都合がつかず、2011年5月以降に延期され

た。そこで、JETはこの研修の代わりに、2011年8月29～30日にモンゴル教育大学の教員を対象

にした「新指導法」のためのセミナーを開催した。このセミナーに参加した教員は106名であっ

た。このセミナーにはウランバートルの私立教員養成校1校の参加もあった。 

 

 指標2：政策提言が教育文化科学省によって、政策目標のなかに取り入れられる 

  「授業研究」が学校レベルでの教育の質的向上のための重要なツールとして認知され、

2010/2011年度のMECSの目標に「全教員は授業研究を行うための方法/指導法を研究することと、

各学校は授業研究を実施する計画を作成し、今年中に2回以上の授業研究を行うこと」という記

述が含まれた。しかしながら、2011/2012年度の目標には「授業研究」の表記はみられなくなっ

た。ただ、MECSによれば、これによって各学校が「授業研究」を行わなくてよいということで

はない。各学校は引き続き「授業研究」を継続していくことが求められている、ということで

あった。 

 

 ３－３－２ プロジェクト目標の達成見込み 

 

プロジェクト

目標 
「新指導法」を普及する体制が強化される 

指 標 

1. モデル校において「新指導法」が8教科（物理、化学、総合理科、理科、

算数、数学、IT、総合学習）で実践される 

2. モデル区/県の少なくとも50％の学校で毎年少なくとも2回「授業研究」

が実施される 

3. 少なくとも50％の非モデル区/県の教育局が「新指導法」における研修実

施計画を作成する 

 

  モデル区/県において「新指導法」を普及する体制は着実に進んでいるといえる。現在、14の
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モデル校及びウランバートル市にある5校（フェーズⅠでの対象校）では、「新指導法」につい

ての理解を深めながら、同時に実践が行われている最中である。また、ブルガン県とザブハン

県では、質的な差はあるものの、非モデル校も含む県下の全学校で指導法改善に向けた取り組

みが開始された。 

  2011年11月には、全国の「区/県チーム」を対象にした研修が実施される予定である。この研

修によって、非モデル区/県チームも「新指導法」及び「授業研究」についてのある程度の知識

は習得するものと考えられるが、やはりモデル区/県チームとの格差は否定できず、この格差を

どのように埋めていくかということが普及体制づくりのなかで考慮されなければならない課題

となってくる。 

 

 指標1：モデル校において「新指導法」が8教科（物理、化学、総合理科、理科、算数、数学、IT、

総合学習）で実践される 

  モデル校の教師の授業は明らかに教材研究などの授業準備をあらかじめ行って授業に臨んで

いることが分かる。生徒の関心を惹き付けるための手作りの教材などを授業のなかで使ってい

る教師もかなりいる。したがって、授業の形態は、以前の伝統的な授業と比べ大きく変化して

きている。ただ、こうした教師の努力が、授業の質的向上に直接結びつくまでには更なる時間

が必要である。その理由は、教師の教材研究を行う能力、すなわち、生徒に分かりやすい授業

を行うための授業構成、生徒の学びのプロセスを重視した教授活動、といった視点が現時点で

はまだ弱いと思われるからである。 

 

 指標2：モデル区/県の少なくとも50％の学校で毎年少なくとも2回「授業研究」が実施される 

  区/県によって大きく異なる。①ソンギノハイルハン区：現時点では、「授業研究」を実施して

いるといえる学校は、JICAプロジェクトのフェーズⅠあるいはフェーズⅡでの対象校のみであ

る。第12学校、第67学校、イレードゥイ統合校、第20学校、第45学校、第46学校、第65学校、

第97学校の7校で「授業研究」が行われている。②ブルガン県：モデル校（第１学校、ヒシゲウ

ンドル・ソム校、セレンゲ・ソム校、ゴルバンブラク・ソム校、ホタッグウンドル・ソム校の5

校）以外にも、ほぼすべての学校で「授業研究」を実施している。ただし、非モデル校では「授

業研究」実施計画書もつくられておらず、教育文化局はモニタリングも行っていないため、詳

細な内容については分からない。③ザブハン県：モデル校（チャンドマン・エルデネ校、ソン

ギノ・ソム校、バヤンテス・ソム校、トソンデンゲル・ソム校、ザブハンマンダル・ソム校、

シルーステイ・ソム校の6校）以外にも、すべての学校で「授業研究」を実施している。非モデ

ル校の教員代表は、近隣のモデル校を訪問し、そこで行われている「授業研究」を視察するこ

とでその実施方法を学んでいる。 

  ただし、2011年度からは、いずれの区/県でも区/県内すべての学校で「授業研究」実施計画書

を作成し、「授業研究」を実施していく計画である。 

 

 指標3：少なくとも50％の非モデル区/県の教育局が「新指導法」における研修実施計画を作成す

る 

  今回の調査においては、調査日程の関係で非モデル区/県へのインタビューができず、これに

関する詳細情報は入手できなかったが、プロジェクトにおける当初計画でも、非モデル区/県に
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おける研修の実施自体が、2011年11月からの実施であるため、現時点で「新指導法」に係る研

修実施計画書を作成している非モデル区/県はないと思われる。 

 

 ３－３－３ 上位目標の達成見込み 

 

上位目標 モデル区/県及び他の区/県で「新指導法」が実施される 

指 標 

1.  非モデル区/県の50％の学校が、少なくとも年2回授業研究を行う 

2. 「新指導法」についての研修が、非モデル区/県の少なくとも50％において実

施される 

 

  モデル区/県においては、現在、「新指導法」の理解と実践に向けて、各学校が努力を重ねてい

る段階であり、授業の質も着実に改善されてきている。一方、他の区/県では、現時点ではまだ

「新指導法」の研修が実施されていないため（2011年11月実施予定）、「授業研究」活動を通じ

た「新指導法」実践は行われていないと思われる。仮に、上記研修が行われた場合でも、「新指

導法」についての理解やその実践能力には、モデル区/県と他の区/県の間にかなりの格差がみら

れると考えられる。「新指導法」の全国展開といった場合、この格差をどのように解消していく

かということが課題となっていくであろう。 

 

 指標1：非モデル区/県の50％の学校が、少なくとも年2回授業研究を行う 

  「授業研究」という活動自体が実施されるということであれば、それほど難しいことではな

いと考えられる。ただし、質を伴った「授業研究」ということになれば、限定的になる可能性

もある。 

 

 指標2：「新指導法」についての研修が、非モデル区/県の少なくとも50％において実施される 

  上記と同様に、「新指導法」の研修ということであれば、少なくとも50％以上の非モデル区/

県が実施することは大いに可能である。少額ではあるものの、MECSからの現職教員に係る予算

を使えば実施できる。ただし、一定の質を保った研修となると、かなり限定的にはなる可能性

もある。 
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第４章 評価5項目による評価結果 
 
４－１ 実施のプロセス 

 活動はほぼすべて計画どおりに実施された。以下に挙げるいくつかの活動については当初計画

には含まれていなかった。主なものとしては、①非モデル区/県の非モデル校への支援、②ウラン

バートル市教育局に対する講義、③青年海外協力隊（JOCV）との連携、④広報活動、が挙げられ

る。これら計画外の活動はすべて成果の達成に直接的に影響するものであると考えられる。以下、

簡単にそれぞれの当初計画外の活動について述べる。 

 

 ① 非モデル区/県の非モデル校への支援：JETと「プロフェッショナル・チーム」は、ウランバ

ートル市バヤルゴル区第20学校、セレンゲ県第1学校、第2学校で実施された研修に参加し、

技術的支援を行った。また、国立教育大学で開催された算数学会に参加し、プロジェクト

及び授業研究の紹介を行った。 

 ② ウランバートル市教育文化局に対する講義：2010年5月に同局の要請により、日本の教育制

度（学校レベルのカリキュラム、東京都の教員研修制度、初中等教育でのICT活用）につい

ての講義を行った。 

 ③ 青年海外協力隊との連携：青年海外協力隊の隊員を「授業研究」に招待したり、反対に「プ

ロフェッショナル・チーム」が青年海外協力隊員が実施するJICAボランティアセミナーに

参加するなどお互いの交流を深め、情報・知識の共有を行った。 

 ④ 広報活動：プロジェクトを紹介するウェブサイトを開設したり、ニュースレター、パンフ

レットの作成、さらに新聞（ウヌードゥル紙及び教員新聞）にプロジェクトでの活動の紹

介記事を掲載した。 

 

 ４－１－１ 技術移転の方法 

  本プロジェクトで活用されている技術移転のアプローチとして、「プロフェッショナル・チー

ム」に対するオン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT）、カスケード方式を用いた研修、モデル

校を設定しての試行、の3つがある。このうち、「プロフェッショナル・チーム」に対するOJT

とモデル校を設定しての試行については、人材育成や学校改善といった点で大きなインパクト

が現れている。一方、カスケード方式を用いた研修は、カスケードが進むにつれて内容が薄く

なってくるという欠点がある。ただし、「新指導法」や「授業研究」といった新しい知識を膨大

な数の全国の校長や教員に伝達するためにはこれ以外に有効な方法は考えられない。したがっ

て、カスケード方式による研修を用いながら、同時にその短所を補完できる何らかの方法を用

いることが必要である。例えば、「プロフェッショナル・チーム」や日本人専門家のモニタリン

グ頻度を増加させたり、地域のモデル校と非モデル校との間の情報共有をより緊密に行うよう

にしたり、また、地域にある教員養成校と学校との連携を図る仕組みをつくるなどの工夫が考

えられる。 

 

 ４－１－２ モニタリング・システム 

  モニタリングの体制として、合同調整委員会（JCC）が中央レベルに組織され、日本人側とモ

ンゴル側C/Pとの情報共有、意思決定などの役割を果たしている。ほとんどのモンゴル側C/Pは、
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「基本チーム」のメンバーでもあることから、JETとC/Pとの間の意思疎通は十分にとれるよう

になっている。さらに、本プロジェクトでは「プロフェッショナル・チーム」が組織され、「区

/県チーム」が実施する研修やモデル校で行われる「授業研究」のモニタリングを行う体制とな

っている。 

  第1回JCCは2011年5月に実施された。C/Pのほとんどが出席し、活溌な議論が行われた。また、

本プロジェクトの「基本チーム」及び「プロフェッショナル・チーム」のメンバーとJICA専門

家チームとは研修パッケージの開発や研修の実施、さらにモデル校での「授業研究」モニタリ

ングという活動を通じて、常に情報共有を行っている。このモニタリングについては、これま

でのところほぼ計画どおり行われてはいるものの、研修の質、授業の質の向上のためには、モ

ニタリングの頻度を増やすことと、その際により実践的で、的確な支援やアドバイスを行う必

要がある。このためには「プロフェッショナル・チーム」のメンバーのより一層の協力と更な

る能力向上が求められる。ただ、この場合、謝金なしで「プロフェッショナル・チーム」を動

員することは非常に難しいという点も指摘されている。 

 

 ４－１－３ 意思決定メカニズム 

  JETは、プロジェクトの実施に際し、適宜JICAモンゴル事務所と協議しており、また、何か変

更等が必要なときには、JICAモンゴル事務所と相談し、了承を得たうえで行うなど、JICA専門

家チームとJICAモンゴル事務所との意思疎通は十分に行われ、そのなかで意思決定がなされて

いる。JET内部においては、各メンバーの意見を総括がよく聞きながら、最終的には総括が責任

をもつという民主的な意思決定が行われている。現在のところ意思決定は円滑に行われている

といえる。一方、モンゴル側は、プロジェクト活動の実施、政策の見直し、人員配置など、MECS

がある程度権限をもって実施している。2011年6月に「基本チーム」のプロジェクト・コーディ

ネーター（実施担当）にN. Oyuntseteg氏が決定後、より円滑に進められるようになった。 

 

 ４－１－４ コミュニケーション 

  JETとC/Pとのコミュニケーションは、これまで開催された合同調整委員会（JCC）などを通じ

て、円滑になされている（2011年5月）。また、C/Pの多くが本プロジェクトの「基本チーム」及

び「プロフェッショナル・チーム」のメンバーでもあることから、JETは、常に作業を通じたC/P

との非公式なコミュニケーションをもっている。さらに、JETは「区/県チーム」のメンバーとも

コミュニケーションの機会をもっている。特に、モデル区/県チームやモデル校とは、研修や「授

業研究」のモニタリングを通じて、より多くのコミュニケーションの機会がある。ただ、モデ

ル区/県におけるモデル校で全国普及に資する「新指導法」実践及び「授業研究」実践のモデル

を構築するという意味においては、モデル区/県チームやモデル校とのコミュニケーションはも

っと密になされる必要があると思われる。しかしながら、これには問題もある。モデル県及び

モデル校は首都ウランバートルからかなり離れた地域にあり、特にザブハン県はアクセスが極

度に限られているという状況があり、頻繁なコミュニケーションはかなり難しいといわざるを

得ない。 

 

 ４－１－５ オーナーシップ 

  C/Pの本プロジェクトに対する取り組みはとても良い。C/Pはいずれも本プロジェクトに非常
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に強い関心を示しており、同国の教育の質的向上において本プロジェクト成否が大きく影響す

ることを十分に認識していると思われる。 

 

４－２ 5項目評価 

 ４－２－１ 妥当性（評価結果：非常に高い） 

  本プロジェクトは、モンゴルの国家計画及び教育政策、受益者のニーズ、日本の援助政策と

合致するものである。また、指導法及び現職教員研修という日本に豊富なノウハウの蓄積があ

る分野でもあり日本の技術的な優位性がある。 

 

  （1）モンゴル国家開発計画、教育政策との整合性 

    2015年までにMDGsを達成するための政策文書である「包括的国家開発戦略（2007-2021）」

では、教員開発に包括的な解決策を与えることを教育開発の戦略のひとつに位置づけてい

る。また、「教育マスタープラン（2006-2015）」では、基礎教育分野の質の向上のために新

教育スタンダードと新カリキュラムを施行するための教員の専門能力及び指導技術の向上

や学校を中心とした再訓練制度の導入を2010年までに達成すべき具体的な行動計画のひと

つとして定めている。本プロジェクトは、教員が新教育スタンダードと新カリキュラムに

沿った新指導法を全国に普及させる基盤を整備するものである。さらに、授業研究の導入

を通して、学校における教員の指導能力向上や再訓練の仕組みを後押しする内容となって

おり、モンゴルの教育政策の下に明確に位置づけられるプロジェクトとなっている。 

 

  （2）受益者のニーズとの整合性 

    本プロジェクトのフェーズⅠでは、新指導法を実践するための「指導書」がモデル区/県

の学校現場での実際の試行を通じて、現場のニーズを汲み取りながら開発された。そして、

開発された8科目の「指導書」（算数、数学、物理、化学、初等理科、総合理科、総合学習、

IT）はMECSから高い評価を得た。 

    現在、MECSは新指導法を全国の学校現場へ普及させようとしているが、まだまだ多くの

学校現場では従来の伝統的な講義伝達式の指導法がとられており、新指導法の導入に困難

を抱えている教員が多いという事実がある。また、教員を指導・監督する立場にある市/県

教育文化局指導主事や学校管理職も新指導法に対する理解が十分でなく、教員に対して効

果的な指導ができないという状況である。これら教員や指導主事、学校管理職らからは、

新指導法の普及・定着に向けた協力を求める声が非常に大きい。 

    本プロジェクトは、MECS方針に沿ったものであることに加え、教員、市/県教育文化局

指導主事や学校管理職が協同で新指導法を普及・実践していくための仕組みづくりをめざ

す内容となっており、現場のニーズに合致している。 

 

  （3）日本の援助政策との整合性 

    外務省の対モンゴル国別援助計画（2004年）では、「市場経済化を担う制度整備・人材育

成」を4つの援助重点分野の1つに位置づけており、また、これはJICAの重点分野にもなっ

ている。本プロジェクトは、同重点分野の「人的資源」セクターの3プログラムの1つであ

る「基礎教育改善支援プログラム」の下に明確に位置づけられており、わが国の援助政策
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との整合性が高い。 

 

  （4）日本の技術的な優位性 

    わが国は、世界的にみても基礎教育分野における教育実践の質が高いといわれている。

この理由としては、学校現場の教員一人ひとりの教育活動に対する高い熱意と実践者とし

て授業実践における絶え間ない創意工夫が挙げられる。また、教員をとりまく教育管理職

の支援も言うまでもない。加えて、大正デモクラシー以来、わが国の民間教育団体による

教授法や教科指導法の研究とその蓄積も教育実践を質の高い、高度なものにしていること

は事実である。したがって、わが国には非常に豊富な教授法に関する知識やノウハウがあ

る。 

    さらに近年、世界的に注目されている「授業研究」という活動も、明治時代より開始さ

れ、現在では教師文化として染み付いているわが国固有の活動であり、この活動によって

わが国は高い質を保った教育実践を保持しているといえる。 

    本プロジェクトは、モンゴルで導入された新指導法の学校現場への普及と定着をめざす

ものであり、教育関係者への指導技術の研修、並びに学校現場での現職教員研修の場を確

保するために「授業研究」という手法を活用していく。この点において、わが国は他の教

育先進国に比して、非常に高い技術的優位性がある。 

 

 ４－２－２ 有効性（評価結果：中程度） 

  本プロジェクトの成果は着実に出ている。ただし、「新指導法」や「授業研究」についての理

解及び実践能力においては、モデル区/県と非モデル区/県の間にかなりの格差がみられるであろ

うと思われる。したがって、「新指導法」を全国に普及させるための体制といった場合、非モデ

ル区/県の能力を向上させ、その格差をできる限り解消させていくことが課題となってくる。 

 

  （1）成果の達成度 

    「3-3-1 成果達成状況」の項で詳述したが、ここで再度繰り返し記述しておく。 

    プロジェクト実施計画によれば、成果達成に大きく関係する2つの研修、すなわち、全国

の「区/県チーム」を対象にした研修、及びモデル区/県の全教員及び学校管理職を対象にし

た研修は、それぞれ2011年11月、2012年1月実施予定であり、現時点では行われていない。

ただし、これらの研修が実施された場合、成果3に関してはかなりの程度達成できるものと

思われる。一方、成果１については、モデル区/県チームと非モデル区/県チームの間に、「新

指導法」や「授業研究」についての理解や実践技術において、かなりの差が出てくると思

われる。「新指導法」の全国展開を考えたときには、この格差をどのように埋めていくかと

いうことが重要な課題となってくる。 

    成果2と成果4については、現在、その達成に向けた着実な進歩がみられている。モデル

区/県では、モデル校を中心として「授業研究」の実践が熱心に行われている。また、「新指

導法」普及に係るさまざまな政策的提言が、日本人専門家から「プロフェッショナル・チ

ーム」を通じて、教育文化科学省に伝えられており、その結果として、2010/2011年のMECS

の目標に「授業研究」が記載された。 
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  （2）プロジェクト目標の達成見込み 

 上と同様「3-3-2 プロジェクト目標の達成見込み」の項で詳述したが、ここで再度記して

おく。 

    モデル区/県において「新指導法」を普及する体制は着実に進んでいるといえる。現在、

14のモデル校及びウランバートル市にある5校（フェーズⅠでの対象校）では、「新指導法」

についての理解を深めながら、同時に実践が行われている最中である。また、ブルガン県

とザブハン県では、質的な差はあるものの、非モデル校も含む県下の全学校で指導法改善

に向けた取り組みが開始された。 

    2011年11月には、全国の「区/県チーム」を対象にした研修が実施される予定である。こ

の研修によって、非モデル区/県チームも「新指導法」及び「授業研究」についてのある程

度の知識は習得するものと考えられるが、やはりモデル区/県チームとの格差は否定できず、

この格差をどのように埋めていくかということが普及体制づくりのなかで考慮されなけれ

ばならない課題となってくる。 

 

  （3）PDMの理論構成 

    成果1に関する活動、具体的には非モデル区/県チームに対するインプットがプロジェクト

期間中2回の研修となっており、彼らの能力強化はかなり限定的なものとなってしまう可能

性がある。また、成果4における教員養成校への研修パッケージの紹介についても、紹介だ

けでは成果4の達成がかなり限定的になってしまう可能性がある。さらに、プロジェクト目

標の指標がその達成度を測るために十分とはいえない。そこで、政策、財政、人材育成の

視点からの整備についての指標を追加する必要があると思われる。また上位目標の指標に

関しても、改訂の必要があると思われる。 

 

  （4）外部条件の重要性 

    3つの外部条件は現時点においても正しい。 

 

 ４－２－３ 効率性（評価結果：高い） 

  すべての活動はほぼ計画どおりに着実に実施されている。また、日本側、モンゴル側双方の

投入もほぼ適切に行われた。 

 

  （1）投入の適切性 

    日本人専門家の数（7名）と担当分野（7分野）については、特に指導法普及担当の4名の

専門家の投入が限定的ではあったものの、フェーズⅠ及び本邦研修の効果もあり、プロジ

ェクト実施に負の影響はなかった。機材については、適切に投入され、現在有効に活用さ

れている。本邦研修については、これまで50名の研修員が課題別研修、C/P研修、青年研修

に参加した。これら研修の内容及び実施の時期については参加者から非常に高い満足を得

ている。特に、2つのC/P研修、つまり「現職教員研修と授業研究を通じた教育の質的改善

コース」（2010年10月2～16日：参加者8名）と 「授業研究」（2011年9月25日～10月8日：参

加者22名）は、研修参加者のニーズに完全に合致したものであった。というのも、この2つ

の研修はモンゴル研修員をよく知るJETによってきめ細かく個別にデザインされた研修だ
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からである。また、ほぼすべてのC/P（「プロフェッショナル・チーム」やモデル区/県チー

ムのメンバー、さらにモデル校の校長や主要教員）が本邦研修に参加できるように配慮さ

れており、このことが本プロジェクトの効果を高めている。 

    モンゴル側の投入についても、C/Pの配置に関して、時期、人数、能力共にほぼ適切であ

ったといえる。 

 

  （2）活動の効率的実施 

    活動はほぼ計画どおりに実施された。 

 

 ４－２－４ インパクト（評価結果：中程度） 

  「授業研究」が教育省の目標に導入されたり、「プロフェッショナル・チーム」メンバーが基

本研修の講師や教科書の執筆者になったりしている。また、モデル区/県ではモデル校以外にも

「授業研究」を積極的に取り入れている学校も出てきている。さらに、「新指導法」の実践によ

り、生徒が授業に興味・関心を示すようになり、それに伴って保護者も学校に関心をもつよう

になってきている、など数々のインパクトが現れている。ただし、「新指導法」の全国普及とい

うことに照らしてみると、その道筋が現時点では見えていない。 

 

  （1）上位目標へのインパクト 

    モデル区/県においては「新指導法」の実践が着実に進行している。一方、非モデル区/

県においては、まだ彼らを対象とした研修が実施されていないということもあるが、仮に

実施された場合でも、「新指導法」についての理解や実践能力は、モデル区/県のレベルには

及ばない。「新指導法」の全国展開を考えた場合、モデル区/県と非モデル区/県の間の格差

をどのように縮小・解消していくかが大きな課題にあると思われる。 

 

  （2）政策・制度面でのインパクト 

    2010/2011年のMECSの目標に「授業研究」の実践が取り入れられたことが挙げられる。

また、「プロフェッショナル・チーム」のメンバーには、MECSが主催する「基本研修」（大

臣令第72号によって教員となって1年目、5年目、10年目に受講する研修が設定された）の

講師を担当したり、さらに、「新指導法」の概念に基づいた教科書の執筆に従事する者も出

てきている。 

 

  （3）「新指導法」普及でのインパクト 

    モデル区/県において、非モデル校の教員が自発的にモデル校を訪問し、「授業研究」に参

加して、そのノウハウを学び、自校に戻って「授業研究」の実践を始めている。特に、ブ

ルガン県及びザブハン県では、まだ「授業研究」についての研修等は行われていないにも

かかわらず、すべての学校が既に近隣のモデル校から独自に学んで、「授業研究」を開始し

ている。また、こうした状況の下で、ザブハン県教育文化局では、子どもの学習能力や学

習達成度の変化も把握したいという強い意向が出されている。さらに、「プロフェッショナ

ル・チーム」が教科書の執筆にかかわるようにもなってきた。さらに、ウランバートル市

では、現在のモデル校3校以外にも、フェーズⅠで対象校となっていた5校が「授業研究」
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を通じた「新指導法」実践に取り組んでいる。 

 

  （4）社会面でのインパクト 

    ブルガン県第１学校から、父兄の学校に対する関心が高まり、学校主催の父兄会に参加

する保護者が飛躍的に増加したという報告があるように、「新指導法」の実践により、授業

実践が子どもの興味・関心を高め、学習に積極的になってくることによって、父兄をはじ

めとして地域の学校に対する関心が高くなってきている。 

 

 ４－２－５ 自立発展性（評価結果：中程度） 

  現行教育の基本概念である「子ども中心」は今後も継続される予定であり、「授業研究」が

2010/2011年のMECSの目標に記載された。また、「プロフェッショナル・チーム」は本プロジェ

クトでの業務を通じてかなり高い能力を身につけた。プロジェクト終了後も、彼らの能力を十

分に活用していける工夫が必要である。さらに、プロジェクト終了後、「新指導法」の普及には

どのような活動が必要で、それを実行するためにはどの程度の予算が必要になるかについて、

今の時点から準備しておくことが必要であると思われる。 

 

  （1）政策・制度面 

    新指導法は「教育マスタープラン（2006-2015）」に基づいたものである。MECSによれば、

政府は現在、次期カリキュラムを策定中であるが、現行の基本概念である「子ども中心」

には変更はないとのことであった。したがって、「新指導法」は将来的にもモンゴル政府に

よって積極的に推し進められると考えられる。また、非モデル区/県への「新指導法」普及

のために、本プロジェクトで開発された制度を積極的に活用していきたいとのことであっ

た。さらに、「新指導法」の普及のためのツールとしての「授業研究」が、2010/2011年の

MECSの目標に記載された。2011/2012年の目標には「授業研究」の記述はなくなったが、

MECSによれば、これによって、各学校は「授業研究」をしなくてよいというのではなく、

「授業研究」は引き続き継続されるものと考えている、ということであった。 

 

  （2）組織面 

    プロジェクト終了後は「プロフェッショナル・チーム」のメンバーは基本的には所蔵先

に戻っていくことになる。これによってチームとして維持していくことが難しくなる。「区

/県チーム」メンバーについては、現在の区/県教育文化局職員が、同時にチームメンバーで

もあるので、人事異動がない限り、メンバーは継続して業務に従事することができる。た

だし、非モデル区/県チームの「新指導法」についての理解度は、プロジェクト期間中の2

回の研修だけしかないので、その点で限定的になると思われる。 

 

  （3）財政面 

    MECSによれば、現職教員研修のための予算は少なくとも現状を維持したい意向である。

しかしながら、予算配分に関しても、政治的要因や財務省の方針などが関係してくるため

に、現時点において確実なことはいえない。現時点におけるモデル区/県の予算措置につい

ては、モデル校への「新指導法」普及に係る研修のための予算はあるが、非モデル校への
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研修の予算は確定していない状況である。 

 

  （4）技術面 

    MECSによれば、「新指導法」の全国への普及に向けて、本プロジェクトで開発された技

術移転方法を積極的に活用していきたいということであった。これまでのプロジェクト活

動のなかで、OJTによる「プロフェッショナル・チーム」への技術移転は円滑に進み、十分

な人材育成ができた。また、モデル区/県チームやモデル校に対しても、研修プラスモニタ

リングを通じての直接支援による技術移転はある程度行われ、良い人材が育ってきている。

ここで問題なのは、カスケード方式の研修のみの全国の「区/県チーム」の人材育成である。

これについては限定的にならざるを得ない。その理由は、プロジェクト期間中合計2回（第

2年次、第3年次それぞれ1回ずつ）の研修しかインプットがないためである。 

 

４－３ 効果発現に貢献した要因 

 フェーズⅠで開発された「指導書」の質の高さ、「基本チーム」へのOJTによる技術移転方法、

モデル区/県チーム及びモデル校への「プロフェッショナル・チーム」及び日本人専門家の直接的

な支援提供が挙げられる。また、政策的な支援、例えば、「授業研究」が2010/2011年度のMECSの

目標に入れられたことなども間接的な要因といえる。 

 さらに、「プロフェッショナル・チーム」メンバーの高い意欲と高い質を保った技術移転、モデ

ル区/県チームの高い意欲と積極的な行動、モデル校における校長及び教員の「新指導法」及び「授

業研究」についての高い関心と実行力も効果発現に貢献した大きな要因である。 

 

４－４ 問題点と問題を惹起した要因 

 対象地域及び対象校が地理的には距離があること、アクセスが容易でないことなどが挙げられ

る。このことが原因となって、モニタリングが十分に行えず、どうしても技術的な支援、特に「プ

ロフェッショナル・チーム」や日本人専門家の支援が限定されてしまうという問題が起こってい

る。 

 

４－５ 結 論 

 本プロジェクトはまさにプロジェクト目標及び将来的な上位目標に向かって順調に進められて

いるといえる。特に、本プロジェクトの中心となる「プロフェッショナル・チーム」の人材育成

が円滑に進められ、非常に高い能力を習得した。その結果、彼らの指導によって、モデル区/県チ

ームの職員やモデル校の学校管理職及び教員の意欲が高まり、積極的に「新指導法」及び「授業

研究」に取り組む状況が生まれている。 

 ただし、現行のプロジェクト活動では上位目標の達成が困難であると考えられるため、今後、

政策、予算、人材の3点についての措置を更に整備、強化していく必要があると考えられる。また、

モデル校と非モデル校、モデル区/県と非モデル区/県の間の連携も促進していくことが求められる。 
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第５章 PDMの改訂 
 

 PDM改訂の主なポイントは以下のとおりである。 

 

５－１ スーパーゴールの設定 

 教員研修案件において、対象となる指導主事や教員の指導力の向上だけに注目するのではなく、

将来的に児童・生徒の変化（学習達成度、進級率、ドロップアウト率、修了率等）においてのイ

ンパクト、変化及び成果を説明する責任があるため、以下のようなスーパーゴールを設定した。

また、モンゴルにおける上位計画（MDGs/EFA）への貢献を同ゴールに記載した。なお、モンゴル

は自動進級制度により、質を図る指標として、学習達成度を指標として提示する。 

 

 【スーパーゴール】（新設置） 

 基礎教育（初等教育、前期中等教育）における子どもの学習達成度が向上する（MDGs達成へ

の貢献）。 

 

５－２ 指標の改訂・追加 

 （1）上位目標の指標の改訂 

   本案件の現行PDMの上位目標は、「モデル県及び他の県で新指導法が実施される。」である

が、右指標は、「指標1：非モデル区/県において、少なくとも50％の学校が年に少なくとも2

回『授業研究』を実施する」及び「指標2：少なくとも50％の非モデル区/県において、『新指

導法』に係る研修が実施される」とあり、①モデル県含め全国を対象としていない、②50％

の実施率をもって上位目標の達成とは言い難い、との理由により、以下指標を修正する。 

 

指標1（改訂）：全国において、60％の学校が年に少なくとも2回「授業研究」を実施する。 

指標2（改訂）：全学校において、「新指導法」に係る研修が実施される。 

 

 （2）プロジェクト目標の指標の改訂 

   本案件の現行PDMのプロジェクト目標は、「新指導法を普及する体制が強化される。」であ

るが、現行指標では、①質の担保が確認できない、②体制強化、すなわち制度化に係る指標

が不在であることから、以下指標を追加・修正する。また、指標2及び3については、「モデル

県の50％の学校が毎年2回の授業研究を実施する」「モデル/非モデル県の50％が授業研究に係

る研修計画を作成する」となっており、プロジェクト目標の達成と結びついているとは言い

難いことから、数値目標を加筆・修正する。 

 

指標1（改訂）：8教科において、新指導法を用いた質の高い授業の実施 

指標2（改訂）：モデル区/県において、少なくとも70％の学校が毎年少なくとも2回の授業研

究を実施する。 
指標3（改訂）：すべての区と県が授業研究に係る研修計画を作成する。 
指標4（追加）：新指導法普及に係る制度化のため、政策的、財政、人材的に係るコミットメ

ントがMECSにより行われる（新指導法普及に係る教育大臣令の発出）。 
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（3）成果3の指標 

   上記（2）及び（3）の変更に合わせ、成果3の指標を以下のとおり修正する。 

 

指標1（改訂）：モデル区/県の全学校において、70％の教員・校長が新指導法研修を修了す

る。 

指標2（改訂）：モデル区/県の80％の学校において、「授業研究」の実施計画を策定する。 

 

 （4）成果4及び指標の改訂 

   本案件の現行PDMの成果(4)は、「新指導法の普及及び定着に向けた環境が改善される。」で

あるが、プロジェクト目標と内容が重複しており、かつ、右指標は、「研修パッケージが少な

くとも１回教員養成校に紹介され、そのなかの最低1校が研修パッケージを教育課程のなかで

活用することを検討する」とあり、これだけでは、「プロフェショナル・チーム」メンバーの

アドホックな効果を期待するのみであるため、調査団は、全国普及に向けて、組織的に教員

養成課程に導入することを提案し、以下成果4及び指標に修正する。 

 

成果4（改訂）：教員養成課程における新指導法の普及及び定着に向けた環境が改善される。 

指標1（改訂）：新指導法が教員養成課程へ導入される。 
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第６章 提 言 
 

 調査結果を踏まえ、残りの協力期間に取り組むべき課題に対して取りまとめられた提言の要旨

は以下のとおり。 

 

（1）中核となる人材（プロフェッショナル・チーム）の活用 

  「プロフェッショナル・チーム」は、新指導法及び授業研究に関する理解度も高く、モンゴ

ルにおける教員研修改善への責任感・自負がみられる。 

  教育文化科学省は、これらの人材を、特にプロジェクト終了後もモンゴルにおける教員研修

の重要な人材として活用するとともに、具体的な組織化を図るべきである。具体的には、「教員

研修ユニット」「新指導法学習グループ」への人材の登用、あるいは「授業研究学会」の設立な

どが提案された。 

  また、彼らの待遇（地方出張時の日当宿泊等）改善や、キャリアのなかで本案件での経験が

昇格・昇進時に考慮されることを提言する。 

 

（2）新指導法の全国普及に向けた方策 

  指導法の全国展開のため、プロジェクト残り期間において、以下3つの関係強化が必要である。 

  ① 中央（MECS、プロフェショナル・チーム）－区教育局－学校の関係 

  ② モデル区/県－非モデル区/県との関係 

  ③ モデル学校－非モデル学校間の関係 

 

  新指導法の全国展開に向け、調査団より以下が提言された。 

   ・ 国内における区/県同士（モデル区/県－非モデル区/県）の技術交換 

   ・ フェーズⅠ及びⅡのモデル区/県を「核となる区/県（Core Aimags）」とし、全国で5区/

県選定し、それぞれの対象区/県において、新指導法の普及を責任もって進める（全国

の地域別対象区/県は以下表のとおり）。 
 

Core Aimags Target City/Aimags 

Ulaanbaatar City（ウランバートル市）

Ulaanbaatar City 

Tuv aimag（トゥブ県） 

Dornogovi aimag（ドルノゴビ県） 

Dundgovi aimag（ドンドゴビ県） 

Umnugobi aimag（南ゴビ県） 

Bulgan aimag（ブルガン県） 

Bulgan aimag 

Arkhangai aimag（アルハンガイ県） 

Uvurkhangai aimag（ウブルハンガイ県） 

Bayankhongor aimag（バヤンホンゴル県） 

Khuvsgul aimag（フブスグル県） 
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Zavkhan aimag（ザブハン県） 

Zavkhan aimag 

Bayanulgii aimag（バヤンウルギー県） 

Khovd aimag（ホブド県） 

Uvs aimag（ウブス県） 

Selenge aimag（セレンゲ県） 

Selenge aimag 

Darkhan Uul aimag（ダルハン･オール県） 

Orkhon aimag（オルホン県） 

Dornod aimag（ドルノド県） 

Dornod aimag 

Khentii aimag（ヘンティ県） 

Sukhbaatar aimag（スフバートル県） 
 

   ・ 特に、冬期においてアクセス困難な地域の学校と中央、県とのコミュニケーションに

は、ICT（Skypeなど）の活用が有効と考える。 

 

 

（3）新指導法を用いた教員養成研修への導入 

  新指導法をモンゴルに定着されるためには、現職教員研修だけではなく、教員養成課程への

導入が重要である。現在では、「プロフェッショナル・チーム」メンバーが個人的に教員養成大

学で新指導法を用いている事例はあるが、今後は、組織/制度的に実施していくことが望ましい。

プロジェクトは、教員養成課程への導入に向け、教員養成大学が実施する新指導法に則った各

種活動、例えば、教育実習をモデル校（全国23校：フェーズⅠ＆Ⅱ）において実施する、ある

いは授業研究を教員養成課程の授業に盛り込むなどの各種活動を支援する。 

 

（4）教員研修案件における児童・生徒レベルでの成果発現 

  教員研修案件の最終目的は、教員の指導力向上だけではなく、質の高い効果的な授業を生徒

に提供することである。確かに、生徒へのインパクトを図るには時間を要し、多様な要因の総

合的作用に拠るといえるものの、成果の見せ方として、現場の学校レベルにおける生徒の変化

やインパクトを確認する手法・指標（例えば、学習達成度、ドロップアウト率、進級率、修了

率など）をプロジェクト形成段階から工夫し、確認すべきである。モンゴルにおいては、自動

進級制のため、児童・生徒の学習達成度を確認する。 

  サブハン県では、2011年10月に県全体の学校を対象に学力テストを国家教育評価センターと

共同で実施予定である。これらの結果と2009年に実施されたテスト結果を比較することにより、

認知面における生徒の学びの変化を確認することができる。他のモデル県であるブルガン県及

びウランバートル市でもMECSのイニシアティブの下、実施することが期待される。このように

生徒における変化の実証は、今後のJICA協力の判断基準のひとつとなる。 

 

（5）近隣アジア諸国及び他国との知見共有 

  教員研修案件に関しては、近隣アジア諸国（インドネシア、バングラデシュ、カンボジア等）

でも同様の技プロが実施されており、アジアの他の国々と技術交換を実施することは、モンゴ

ルカウンターパートにとって有益と考える。なお、授業研究に関しては、モンゴルでの先駆的

な取り組みを他国に紹介することにより、一方的に研修を受ける側だけではなく、研修の講師
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として活躍する場が与えられ、カウンターパート自身のインセンティブの向上、能力強化に貢

献できると考える。 

（6）MECS、関連機関及び他ドナーとの知見の共有 

  本案件で得た新たな情報、知見や教訓をMECS内の他部局、関連機関（モンゴル国立大学、国

立教育大学、教育研究所等）及び他ドナーと共有していくことが肝要である。 

  また、案件の最終年度には、上記関係者含めた「知見共有ワークショップ/セミナー」の開催

が望まれる。 



付 属 資 料 

 

１．ミニッツ（合同レビューレポート含む） 
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